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はじめに 
 
我が国の次代の基幹産業となる情報技術分野を国際競争力のある産業に育て

るためには、今後の収益の源泉となり、雇用吸収力も高いコンテンツ分野に重

点を置き、新しい市場の創造、国際競争力の強化を目的としたコンテンツ制作

技術開発・基盤技術開発と優秀なコンテンツクリエータの育成・発掘を行うこ

とが必要であります。 
この目的を達成するため、情報処理振興事業協会が、政府からの補助金によ

って、財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会に委託して、平成１２年度

「コンテンツ制作基盤技術等開発事業」を実施いたしました。 
具体的には、コンテンツ制作の概念を変えるような基盤的技術開発を行うこ

とを目的とした「コンテンツ制作基盤ツール等開発事業」。コンテンツ産業にお

ける制作技術向上を目的とした「技術開発型コンテンツ制作事業」。コンテンツ

クリエータの育成・発掘を支援することを目的とした「人材育成型コンテンツ

制作事業」の３事業を実施しております。 
 本調査研究は、そのうちの「コンテンツ制作基盤ツール等開発事業」を実施

する上で、急速に変化を遂げる情報技術分野において、喫緊に取り組むべき課

題が何であるかを明らかにすることを目的に実施したものであります。 
 財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会では、本調査研究の成果を十分

に活かした情報技術分野の諸施策に対する提言を実施したいと考えております。

また、本調査研究の成果が、皆様の研究において一つの礎石として役立てば幸

甚であります。 
 最後に、本調査研究にあたり、アンケートやインタビューに協力していただ

いた関係者各位、ご指導とご支援をいただいた情報処理振興事業協会技術応用

事業部企画調整課の各位、および経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業

課の各位に厚く御礼を申し上げます。 
 
 
 
 
 
平成１3 年２月 
 

財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会 
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第０章第０章第０章第０章    本調査の概要と構成本調査の概要と構成本調査の概要と構成本調査の概要と構成    

００００....１１１１    調査の背景と目的調査の背景と目的調査の背景と目的調査の背景と目的    

 
1990 年代後半から急速に進展したデジタル化・ネットワーク化を軸として、

IT（情報技術）は様々な形でビジネスや生活に浸透しつつある。さらに、2000
年代に入り、デジタル放送の開始や広帯域ネットワークの台頭、携帯電話や携

帯情報端末を使ったモバイルインターネットの爆発的な普及と、情報通信環境

を巡るめまぐるしい変化は加速度を増している。このように情報通信環境が高

度化した社会では、これまで以上に良質なコンテンツに対する需要が高まるも

のと予想され、それを担うコンテンツ産業にも我が国の次代の基幹産業として

大きな期待が寄せられている。 
また、コンテンツ産業の側から見ると、デジタル化・ネットワーク化の進展

によって、様々なコンテンツの分野で、制作・流通・利活用のモデルがそれぞ

れ大きく変わろうとしており、多様なビジネスチャンスが萌芽する重要な転換

期を迎えている。 
ただし、マルチメディア技術は進展が極めて速く、制作企業にとって最先端

機器の導入に関する判断や先進技術の修得が難しいこと、また、技術の進化に

法制度が追いつけず様々な問題が生じていることなど、コンテンツ産業の将来

に影響を及ぼす懸念材料も顕在化している。従って、21 世紀のマルチメディア

コンテンツ産業がさらなる発展を遂げるためには、技術開発課題の抽出や法的

課題を明確化し、その解決に向けた取り組みに着手する必要がある。 
 
そこで、次の 2 つの観点から調査を実施し、マルチメディアコンテンツ産業

の今後の発展とそれを支援する行政の施策立案に寄与することをめざす。 
  ●コンテンツ制作に係る技術動向や将来展望、課題の分析 
 ●コンテンツに係る法的課題に関する現状と課題の分析 
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００００....２２２２    調査の構成調査の構成調査の構成調査の構成    

 
本調査では、調査目的に沿って、以下の 2 つの調査を実施した。 

(1)コンテンツ制作に係る技術動向調査 
(2)コンテンツに係る法的課題に関する調査 

 
（1）コンテンツ制作に係る技術動向調査 
コンテンツ制作に係る技術動向調査では、マルチメディアコンテンツ産業の

発展に寄与する技術開発を実現するため、映像や音楽、出版、ゲーム、モバイ

ルを中心とするコンテンツ制作分野における問題点を抽出するとともに、今後

重要となるデジタルコンテンツ技術の動向を分析した。さらに、それらの成果

を踏まえ、マルチメディアコンテンツ産業の発展に向けた課題を整理した。調

査に際し、文献調査やヒアリング調査、アンケート調査を通じて、情報を収集・

分析した。図図図図    ００００----１１１１に調査の構成を示す。 

１．コンテンツ制作分野の現状分析 ２．コンテンツ技術動向の整理

３．コンテンツ産業の発展に向けた課題の整理
 

図図図図    ００００----１１１１    コンテンツ制作に係る技術動向調査の構成コンテンツ制作に係る技術動向調査の構成コンテンツ制作に係る技術動向調査の構成コンテンツ制作に係る技術動向調査の構成    

(a) コンテンツ制作分野の現状分析 

コンテンツ制作分野における環境や技術開発課題、産業としての課題につい

て、文献調査並びにコンテンツ業界に対するアンケート調査を実施して、その

結果から分析した。 

(b) コンテンツ制作関連技術の動向の整理 

デジタルコンテンツの制作関連技術において、文献調査やインタビュー調査

を通じて特に今後重要となる項目を抽出し、その動向や技術開発課題について

分析した。 

(c) コンテンツ産業の発展に向けた課題の抽出 

(a)、(b)の結果をもとに、コンテンツ制作分野の問題点や、デジタルコンテン

ツの技術動向を踏まえて、21 世紀のマルチメディアコンテンツ産業の発展をめ

ざした課題を整理した。 
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（2）コンテンツに係る法的課題に関する調査 
コンテンツに係る法的課題に関する調査では、コンテンツ分野として電子出

版に焦点をあて、産業の現状、ビジネス及びサービスの実態、流通管理技術の

最新動向、法制度の課題などに関する調査研究を実施した。調査に際し、電子

出版の産業、サービス、技術、法律の有識者で構成する委員会を発足し、委員

の知見を有効に活かす形で作業を行った。図図図図    ００００----２２２２に調査の構成を示す。 
(a) 電子出版に係る産業の現状分析

(b) 電子コンテンツに係るビジネス及びサービスの現状分析

(e) 電子出版に係る法制度のあり方に関する検討

(c) 電子出版に係る流通管理技術の現状と可能性の整理

(d) 電子出版に係る法制度の現状と課題の整理

 
図図図図    ００００----２２２２    コンテンツに係る法的課題に関する調査の構成コンテンツに係る法的課題に関する調査の構成コンテンツに係る法的課題に関する調査の構成コンテンツに係る法的課題に関する調査の構成    

(a) 電子出版に係る産業の現状分析 

 電子出版コンテンツに係る産業の現状や、情報提供サービスの構築に向けた

取り組みに関する動向を収集し、その現状を把握した。 

(b) 電子出版コンテンツに係るビジネス及びサービスの現状分析 

 電子出版コンテンツに係るビジネス及びサービスの現状を、電子図書館の分

野の事例に基づき調査した。 

(c) 電子出版に係る流通管理技術の現状と可能性の整理 

 電子出版コンテンツの円滑な流通を促進するための、流通管理や著作権管理

技術の現状について調査した。 

(d) 電子出版に係る法制度の現状と課題の整理 

電子出版コンテンツをめぐる法的環境の現状と課題について、制度、著作権

法、著作物再販制度、図書館法等の観点から調査した。 

(e) 電子出版に係る法制度のあり方に関する検討 

電子出版コンテンツの円滑な制作、流通、利活用を促進するための法制度の

あり方につき議論し、その成果をとりまとめた。 



 iv

００００....３３３３    調査報告書の構成調査報告書の構成調査報告書の構成調査報告書の構成    

 
本調査の成果は、以下の 3 分冊で構成される。 
 

・ 調査報告書 全体編（調査結果の概要） 
・ 調査報告書 第Ⅰ編（コンテンツ制作に係る技術動向調査結果） 
・ 調査報告書 第Ⅱ編（コンテンツに係る法的課題に関する調査結果） 

 
本報告書はこのうちの全体編に相当する。 
 

 



 
 
 
 
 
 

第Ⅰ編 
 
（コンテンツ制作に係る技術動向調査結果） 
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第第第第1111章章章章        コンテンツ制作分野の現状と課題コンテンツ制作分野の現状と課題コンテンツ制作分野の現状と課題コンテンツ制作分野の現状と課題    

1.11.11.11.1    コンテンツ業界の動向コンテンツ業界の動向コンテンツ業界の動向コンテンツ業界の動向    

 本章では、まずコンテンツ業界における市場動向やトピックスを、業界別に

整理した結果を示す。 

映画

・洋画がリードする市場
・デジタルシネマの登場
・ＤＶＤの躍進

テレビ

・成熟期にあるテレビ市場
・本格的なデジタル放送時代の幕開け

音楽CD

・伸び悩む音楽産業
・楽曲配信ビジネスへの参入
・ファイル交換システムの脅威

カラオケ

・低迷するカラオケ業界
・カラオケビジネスの多面展開

書籍出版

・出版業界「冬の時代」
・再販制度の見直し
・電子出版ビジネスへの挑戦

テレビゲーム

・テレビゲーム市場の停滞
・新世代ゲーム機の競争

アーケードゲーム

・苦労するアーケードゲーム事業者
・ゲームセンターの魅力づくり

携帯電話

・携帯電話・ＰＨＳの普及
・インターネット対応携帯電話の台頭
・ＩＭＴ-2000に向けて

映
像

音
楽

出
版

ゲ
ー
ム

モ
バ
イ
ル

アニメーション

・ビジネスモデルの再構築が求められる
　アニメーション業界
・海外におけるジャパニメーションの躍進

ＣＧ

・映画やテレビ番組における
　ＣＧビジネスの手詰まり
・ゲームやインターネットへの展開

 

図図図図    1111----1111    コンテンツ業界の動向コンテンツ業界の動向コンテンツ業界の動向コンテンツ業界の動向    
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1.21.21.21.2    コンテンツ制作における課題コンテンツ制作における課題コンテンツ制作における課題コンテンツ制作における課題    

 本章では、各種コンテンツの制作・供給工程を分析し、各工程に含まれる課

題について、仮説を立てる。 

映画
・映画製作の工程管理の実現
・新メディアに対応できるコンテンツ製作

・感性に訴求する映像製作
・HDTV向けノンリニア編集、コンポジットツール

・撮影のデジタル化の進展
・デジタルシネマを前提としたコンテンツ管理技術

・デジタルシネマの導入に係る映画館側のメリット
・ネット配信に向けたコンテンツ管理の実現と広帯域化

テレビ
・番組制作やＣＭ制作の工程管理の実現
・マルチユースを前提としたコンテンツ制作手法の確立
・データ放送コンテンツ制作システムの充実
・HDTVの撮影、編集・加工に係るツールやノウハウ
・デジタル放送の受信環境の普及促進
・ネット配信に向けたコンテンツ管理の実現や広帯域化

音楽CD
・高音質圧縮フォーマット
・音声素材の高度利用
・高音質メディアへの対応
・ファイル交換システムへの対策

書籍出版

・他メディアのコンテンツの有効利用
・DVD／CD-ROMタイトル制作の工程管理
・エンコード・アルゴリズムの最適化
・新たなコンテンツ管理技術の確立

テレビゲーム
・ゲームソフト制作の工程管理の複雑化
・ゲームソフトのマルチプラットフォーム化への対応
・オーサリング環境におけるミドルウェアの充実
・ゲームソフトの多言語対応の強化
・ネットワークゲーム向けオーサリング環境の構築
・リアルタイムＣＧの本格活用
・モーションキャプチャーシステムの使い勝手の向上
・AI（人工知能）による生きたコンテンツの生成
・マルチモーダルインターフェースの実現

携帯電話

・端末機能の高度化
・キャリアごと、端末ごとの仕様の違いへの対応

映
像

音
楽

出
版

ゲ
ー
ム

モ
バ
イ
ル

アニメーション
・アニメーション制作の工程管理の実現
・アニメーションのデジタル化・高精細化
・中割の自動生成ツールの実用化
・リップシンクへの対応
・マルチユースを前提としたコンテンツ制作手法

ＣＧ
・CG制作の工程管理の実現
・マルチユースを前提としたコンテンツ制作手法
・CG制作作業負荷の軽減
・費用対効果を重視したシステム構成の選択
・モーションキャプチャーに関するデータ処理の負荷軽減
・リアルタイムＣＧの制作環境の充実
・ＣＧデータに適した圧縮技術

電子出版（ネットワーク）
・他メディアのコンテンツの有効活用
・電子化フォーマットの選択
・ＰＤＡの普及と高精細化
・ファイル交換システムへの対策

 
図図図図    1111----2222    コンテンツ制作における課題コンテンツ制作における課題コンテンツ制作における課題コンテンツ制作における課題    
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1.31.31.31.3    コンテンツ制作における技術開発ニーズコンテンツ制作における技術開発ニーズコンテンツ制作における技術開発ニーズコンテンツ制作における技術開発ニーズ    

1．2 の仮説を元にアンケート調査を実施した。 

表表表表    1111----1111    アンケート配布・回収状況アンケート配布・回収状況アンケート配布・回収状況アンケート配布・回収状況    

分野 主な配布先 配布／回収 
映像 映画会社、テレビ局、映像プロ、ポストプ

ロ、CG プロ、アニメーションプロ 
200／67 

音楽 レコード会社、レコーディングスタジオ、

MIDI 制作会社 
100／22 

新聞・出版 新聞社、通信社、出版社、メール配信 200／58 
ゲーム ゲーム開発会社 200／68 
モバイル モバイルコンテンツ制作会社 50／22 

 

1.3.11.3.11.3.11.3.1        映像映像映像映像    

映像コンテンツの制作に関する課題としては、以下の項目を挙げた。 
・映像制作の工程管理 
・フォーマット変換やフォーマット間の違い 
・コンテンツの効率的な管理・運用 
・システム上の制約（ツール不足、性能不足） 
・権利処理・保護 
・感性への訴求 

1.3.21.3.21.3.21.3.2        音楽音楽音楽音楽    

 音楽コンテンツの制作に関する課題としては、以下の項目を挙げた。 
・ 高音質圧縮フォーマット 
・ 音声素材の高度利用 
・ 高音質メディアへの対応 
・ ファイル交換システムへの対策 

1.3.31.3.31.3.31.3.3        新聞・出版新聞・出版新聞・出版新聞・出版    

新聞・出版コンテンツの制作に関する課題としては、以下の項目を挙げた。 
・権利処理・保護 
・新聞・出版制作の工程管理 
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・コンテンツの効率的な管理・運用 
・フォーマット変換やフォーマット間の違い 

1.3.41.3.41.3.41.3.4        ゲームゲームゲームゲーム    

ゲームコンテンツの制作に関する課題としては、以下の項目を挙げた。 
・ゲームソフト制作の工程管理の複雑化 
・新しい家庭用ゲーム機への対応 
・オーサリング環境におけるライブラリ、ミドルウェアの充実 
・ゲームソフトの多言語対応の強化 
・ネットワークゲーム向けオーサリング環境の構築 
・リアルタイム CG の本格活用 
・モーションキャプチャシステムの使い勝手の向上 
・AI（人工知能）による生きたコンテンツの生成 
・マルチモーダルインタフェースの実現 

1.3.51.3.51.3.51.3.5        モバイルモバイルモバイルモバイル    

 モバイルコンテンツの制作に関する課題としては、以下の項目を挙げた。 
・ 端末機能の高度化 
・ キャリアごと、端末ごとの仕様の違いへの対応 
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第第第第2222章章章章        コンテンツ技術の動向コンテンツ技術の動向コンテンツ技術の動向コンテンツ技術の動向    

2.12.12.12.1    注目すべきコン注目すべきコン注目すべきコン注目すべきコンテンツ技術テンツ技術テンツ技術テンツ技術    

 
「マルチメディアコンテンツ産業の振興に係る技術革新に関する調査研究報

告書」（（財）機械システム振興協会、委託先：（財）新映像産業推進セン

ター, 2000 年 6 月）において重要とされた技術開発項目を中心に、研究者ヒ

アリングを通じて得られた注目すべき技術開発テーマや、各コンテンツ分野の

ユーザ側のニーズ・関心等を踏まえ、本調査の対象とする技術開発テーマを抽

出した（表 2-1参照）。なお、複数の分野で重視される共通の技術開発テーマ

は、「共通」という枠を置いた。 

表表表表    2222----1111    主要な技術開発テーマ主要な技術開発テーマ主要な技術開発テーマ主要な技術開発テーマ    

分野 技術開発テーマ 
映像 ・メディア・アセット・マネジメント 

・Web3D 
・イメージ・ベース・モデリング／レンダリング／ライティング 
・デジタルアニメーション 
・デジタルシネマ 
・オンエア・グラフィックス 
・映像制作工程管理 

音楽 ・音声圧縮技術 
・ジャムセッション・システム 
・フォーマット変換 

新聞・出版 ・電子書籍 
ゲーム ・マルチモーダル・インタフェース 

・ネットワークゲーム関連技術 
・立体表示 
・モーションキャプチャ 
・人工知能 
・リアルタイム CG 

モバイル ・コンテンツ記述言語 
・アプリケーション実行環境 

共通 ・XML 応用言語 
・オブジェクトベース符号化方式 
・コンテンツ変換 
・コンテンツ保護 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（1／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 

メディア・アセッ

ト・マネジメント 
映像をはじめとするデジタ

ルコンテンツを資産として位

置づけ、その資産を最大限に

活用するために管理・検索・

活用するためのシステムを指

す。「デジタル・アセット・マ

ネジメント」とも呼ばれる。 
 (a)キャプチャ機能 
 (b)ロギング機能 
 (c)コンテンツ検索・管理機能 
 (d)送出機能 

(a)シーン検出技術 
 映像のシーンの変わり目を検出する技術。シーン毎に映

像を素材化し、管理できる。 
(b)自動インデキシング技術 
 素材に対し、適切な索引を付与するための技術。 
(c)映像要約技術 
 映像素材のダイジェスト版を作成する技術。まずトラン

スクリプトを要約して、タイムコードを元に、その音声が

出現する箇所の映像を抽出して要約とする技術が開発され

ている。 
(d)画像検索技術 
 様々な条件や属性に基づき、必要な画像を検索する技術

である。検索条件として、音声、特定の人物・事象、特定

の動き、類似のシーンなどが検索条件となる。 
(e)コンテンツ保護技術 
 不正利用ができないようにする、もしくは不正利用がな

された場合に対処するための技術である。 

・米国内では 50 社超のソフトウェアベ

ンダや約 40 程度のサービス事業者が参

入。中でも、米 Virage 社（1995 年設立）

や米 MediaSite 社（1999 年設立）は、

映像コンテンツの自動切り出し、インデ

キシング技術を核とした製品・サービス

を提供し、市場を牽引している。 
・メディア・アセット・マネジメント関

連の標準仕様としては、MPEG7 が 
2001 年 9 月の標準化を目指して策定

中。 
 

・シーン検出技術： 
誤認識の解消による検出率

のさらなる向上 
・自動インデキシング技術： 
映像コンテンツの意味的な

内容からインデックスを付

与する方向 
・映像要約技術： 
映像の意味理解を経た自動

要約 
・画像検索技術： 
画像の特徴量に着目した画

像検索技術を向上、感性的

検索 
 

・ビデオのハンドリングを対象と

した CMU の Infomedia プロジェ

クトを中心に多くの技術で米国が

先行、2000 年には製品レベルの競

争段階に入っている。 
・個々の要素技術については日本

の技術力も高い水準に来ている

が、それらを統合化・ツール化す

る取り組みでは、データベース製

品でも高シェアを誇る米国に比べ

力の差は否めない。 
・製品・サービスベンダの大半が

米企業であるが、日本市場につい

ては、日本語環境や映像コンテン

ツに係る商慣習の違いが参入障壁

となる可能性もある。 
・MPEG7 関連の製品やサービス

に関する国際競争力を高める方向

も考えられる。 

映

像 

Web3D Web上で3DCGを表現する

ための技術。Web ブラウザや

専用のビューアを使って、三

次元モデルを見たり、インタ

ラクティブに動かしたり、視

点を変えたりする。 
1995 年、Web 上で 3DCG

を表示するための記述言語 V
RML が登場、1997 年には国

際標準となった。しかし、品

質や処理時間が充分でなく、

実用的ではなかった。 
近年、ハードウェアの向上

やネットワーク環境の充実、

ＥＣの普及を受け、改めて注

目を集める状況に至った。 

(a)高画質化技術 
レンダリング技術の適用や、ポリゴンに割り当てられた重

み付け情報から高精度の曲面を生成する技術等がある。 
 (b)ファイル圧縮技術 
Lattice 表現や、トポロジー情報とジオメトリ情報で圧縮す

る技術、Subdivision Surface による軽量化技術等がある。 
(c)ストリーミング技術 

ストリーミング技術を使って、通信速度が小さい回線で

もアニメーションを効率よく視聴する。 
(d)ノンプラグイン技術 
Java アプレットでビューアの基本部分を開発し、プラグイ

ンのインストールを不要にした。 
(e)XML 対応技術 
 EC システムやコンテンツ管理機能との親和性が高い。 
(f)バーチャル・キャラクタ技術 
 エージェントやアバタ、人工生命として機能するバーチ

ャル・キャラクタの表現技術。 

・「Internet 3D Software Technology」 
：米 Intel 社、米 Macromedia 社の提携。 
・「Metastream」：米 Viewpoint 社、レ

ンダリングエンジンを強化。 
・「Pulse3D」：米 Pulse Entertainme-
nt 社、アニメーションに強み。 
・「Cult3D」：スウェーデン Cycore 社、

マルチプラットフォームのサポート。 
・「XVL」：ラティス・テクノロジー社、

Lattice 表現で圧縮・高画質化を実現。 
・「Shout3D」：米 Shout Interactive
社、Java アプレットの 3Dviewer。 
・「blaxxun3D」：独 blaxxun interac- 
tive 社､Java アプレットの 3Dviewer。 
・標準化では、国際標準（ISO/IEC147
72）となった「VRML97」（1997 年 12
月採択）、その後継の「X3D」（Web3D
コンソーシアムが策定中）がある。 

Web3D 関連のベンダにお

ける開発競争を通じて、各

要素技術はさらに発展。残

された重大な課題として、

魅力的な Web3D コンテン

ツを効率的かつ容易に制作

できる環境を整備するた

め、既存の 3DCG 技術やモ

デリングデータ等の流用

と、市場性向上のための応

用機能の開発が望まれる。 
 

・Web3D の分野では、国際的に注

目を集める日本発の技術も登場し

ており、国際競争力のポテンシャ

ルは充分に高いと思われる。 
・ただし、今後、3DCG の基本技

術や業界標準を有する欧米の 3DC
G ツールベンダが主導権を握る

と、国内ベンダによる独自戦略は

難しくなると考えられる。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（2／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 

イメージ・ベー

ス・モデリング／

レンダリング／

ライティング 
(IBM/IBR/IBL) 
 

(a)IBM 
1 枚または視点の異なる複数

の 2 次元画像を入力、複雑な

モデリング処理をすることな

く三次元モデルを生成する。 
(b)IBR 
1 枚または視点の異なる複数

の 2 次元画像から、フォトリ

アリスティックな映像を高速

に生成する。 
(c)IBL 
写真撮影時の照明条件を測定

して、モデル空間における任

意の照明を設定し、正確な影

や反射を再現できるようにす

るための技術。 

(a)IBM／IBR 
IBM については、2 枚の画像から疑似 3D アニメーション

を制作する手法や、コンピュータビジョンの技術を応用し

て、複数の写真から建築物のような大きな物体を三次元モ

デル化する手法、ハンディビデオカメラからパノラマを作

成する手法、1 枚の画像から疑似三次元モデルアニメーシ

ョンを制作する手法などが発表されている。 
一方、IBR については、ユーザの視点によって元の写真を

使い分ける特殊なテクスチャマッピングにより、リアルタ

イムレンダリングを実現する技術が開発された。 
(b)IBL 
露出を変えた一連の写真を元に輝度画像（radiance imag
e）を合成する手法や、シャッター速度が既知の複数枚の写

真から光学的特性を抽出する手法、照明条件を測定するラ

イトプローブを使い合成物体を正しく照らす手法、人間の

顔の反射面を測定し、そのデータを使って照明や視点を変

えた場合の顔をレンダリングする手法も開発されている。

・「FACADE」：Paul Debevec 博士等、 
IBM／IBR ツールとして 1996 年開発。 
・「CANOMA」：米 MetaCreation 社、

FACADE をベースとする写真測量用モ

デリングソフト。1999 年 4 月発売。現

在は米 Adobe 社が権利を保有。 
・「ImageModeler 2.0」：仏 RealViz 社、

写真からモデリングデータを生成。 
2000 年 7 月発表。 
・「boujou」：米 2d3 社、マッチムーブ

システム。2000 年初頭発表。 

・より複雑な CG 映像の制

作のための、ライティング

のリアルタイムの再計算が

課題として挙げられる。こ

れにより、自身がイメージ

する画を求める監督や演出

家が、高品質な CG 映像を

繰り返し制作して、その結

果をすぐに確認することが

できる。 
・コンピュータビジョンと

の融合による自動化の方向

も考えられる。 
 

・イメージ・ベース・モデリン

グ／レンダリング／ライティング

の分野で主導権を握っているのは

米国だが、製品ではフランス企業

も名乗りを挙げている。 
・日本も CG 研究は盛んだが、

SIGGRAPH での日本の論文数は

1985 年以降の 15 年間で全体の

3.75％にとどまっており、研究開

発の観点から見た国際競争力につ

いては厳しい状況にある。 
・将来、コンピュータビジョンの

領域からのアプローチで優位性を

確立する可能性は残されている。。

 

映

像 

デジタル 
アニメーション 
 

(a)モーション編集技術 
あるデータから別の新しいデ

ータを生成するアルゴリズム

や、ノンリニア・アニメーシ

ョン、フェイシャル・アニメ

ーションが注目される。 
 (b)2Dアニメーションの自動

中割り技術 
アニメータによる 2Ｄアニメ

ーションの分野では、手描き

による原画作成工程を効率化

するため、原画間の中割り制

作を自動化する研究がなされ

てきた。自動中割は、原画の

間を補間する画像を生成する

技術で、前と後の原画の頂点

や線を対応づけて、いくつか

のルールに基づいて間の点・

線を形成する。 

(a)モーション編集技術 
○既存データから新データを生成するアルゴリズム 
2 種類の実測データから特徴量を抽出し、多様な動作のバ

リエーションの生成を可能にする手法、非線形最適化問題

を解くことで所望の動きを得る手法、インバースキネマテ

ィクスを導入して、キーフレーム間単位の局所的制御を実

現する手法などが発表されている。 
○フェイシャル・アニメーション 
最近では、複数枚の顔写真に特徴点を指定し、それらの位

置から、予め用意していた顔の標準モデルを変形して、個

別の顔モデルを作成する手法など、少ないデータから多様

な表情を作り出す方法論が発表・実用化されている。 
(b)2D アニメーションの自動中割り技術 

ベジェ曲線を使った 2D モデリング、一般的な「線形補

間」、画面に垂直な軸に対する回転を想定する「回転補間」、

腕や脚などを関節に沿って変形する「骨格補間」、対象上に

置いたメッシュの各線分を操作することで三次元の回転を

擬似的に表現する「疑似三次元回転補間」などのアルゴリ

ズムが開発されている。 

(a)モーション編集技術 
・ノンリニア・アニメーション：大手 C
G ベンダ 2 社（加 SoftImage 社、加 A-
lias Wavefront 社）をはじめとする複

数のベンダから提供。 
・「Reflex|DRAMA」：加 Reflex Sys- 
tems 社、インバースキネマティクスで

ボーンを操作できる。 
・「UNICA」：米 MOTEK Motihon  
Technology 社、モーションキャプチャ

から得られるモーションデータをライ

ブラリ化。 
(b)2D アニメーションの自動中割り技

術 
・「Elastique」：日立製作所・スタジオ

ぴえろが共同開発。自動中割り機能「p
apet」を搭載。 
・「ANIMO」：英 Canbridge Anima- 
tion System 社のアニメーション制作

ソフト。自動中割り機能をカバー。 

・モーション編集とモーシ

ョンキャプチャとの連携性

の強化が重要な課題として

挙げられる。 
・自動中割り技術について

は、前処理となる 2D モデ

リングの自動化、三次元モ

デルの活用といった方向が

想定される。 

・コンピュータ・アニメーション

の分野では、日本でも活発な研究

活動が見られるが、技術の実用化

という点で、カナダや米国の有力

CG ベンダに相当する企業の不在

が日本に不利に作用する可能性は

否定できない。 
・アニメータによる手描きアニメ

ーションの分野では、日本は世界

でも有数の技術力を有し、先導す

る立場にある。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（3／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 

デジタルシネマ 
 

撮影から編集・加工、劇場へ

の配信・上映まですべての工

程がデジタル化された映画の

製作・上映システム。 
フィルムに近い画質を実現し

たデジタルＨＤビデオカメラ

や、高精細の大画面プロジェ

クタといった設備機器の実用

段階に入りつつあることが注

目される。 
1999年にGeorge Lucas氏が

「E-Cinema 構想」について

講演し、同年 6 月「Star Wa-
rs: Episode I The Phanto
m Menace」のデジタルシネ

マ版を米国 4 劇場で上映した

ことで急速に業界内の関心が

高まった。 

(a)撮影技術 
1999年にフィルムと相性の良い 1080/24PのデジタルH

D カムコーダが発表された。 
(b)編集技術 

(a)の映像素材が、CG のレンダリングデータ等とともに

ノンリニア編集システムに集約され、そこで編集される。

(c)配信技術 
衛星配信が最も有力だが、インターネット配信や光ファ

イバ配信についても国内外で実験が行われた。また、配信

時には、データの圧縮だけでなく、暗号化、電子透かしと

いったコンテンツ保護技術が望まれる。 
(d)上映技術 

DLP 方式と D-ILA 方式が有力。DLP は、駆動式の微小

ミラーDMD を大量に敷設して、DMD の角度を調整し光を

反射させて映像を表示する。D-ILA は、D-ILA デバイスに

電気的に映像信号を入力し、キセノンランプの光を反射さ

せて結像させる。 
(e)色管理技術 

個別の機器やメディアの違いによる差異を最小化する。

各機器の信号と色彩値との関係を規定する法と、伝送デー

タの信号のみ一義的に規定する方法がある。 

(a)撮影技術 
 ソニーの HDCAM、松下電器の DVC
PRO HD が中心。 
(b)編集技術 
 有力ノンリニア編集システムベンダ

がこぞって1080/24PのHD対応編集シ

ステムに参入。 
 (c)配信技術 
・「QuBit」：米 QuVIS 社の圧縮技術。 
・米 Qualcomm 社は米 Eastman Ko- 
dak 社と、圧縮・暗号化・電子透かしに

関する技術の共同開発協定を発表。 
(d)上映技術 
・DLP：米 TI 社がサブシステムをプロ

ジェクタメーカに供給し、メーカが製品

を開発・販売。 
・D-ILA：日本ビクターが製品化。 
(e)色管理技術 
・CMＳはMacやWindowsに標準搭載。 
・sRGB が 1999 年 10 月に IEC 標準化。 

・デジタルマスターの標準

化（テレシネやデータ変換

の方式、解像度、伝送方式、

圧縮方式、暗号化方式、フ

ァイルフォーマット等）に

ついては、関係者間の調整

が行われているが、各社が

独自の手法を主張している

ため、完全な統一は難しい

状況。 
・フィルムが表現する色と

プロジェクタが表現する色

の差を最小化するため、煩

雑な色変換作業が必要。見

え方の問題であるため、人

手による調整が必要で、自

動化が難しい。 

・カメラや上映システムなどのハ

ードウェアは日本企業が優位な位

置にあるが、HD クラスの高品位

映像を扱うノンリニア編集システ

ムについては、欧米ベンダが先行

している。 
・また、配信部分の規格は海外事

業者任せとなることから、日本企

業の対応できる余地は少ない。 
・つまり、トータルシステムで見

た場合、ハードウェア以外の要素

の重要部分は欧米企業に先行され

た状況にある。 

映

像 

オンエア・グラフ

ィックス 
バーチャルスタジオは、スタ

ジオセットを CG で生成し、

出演者等の実写映像と合成す

るシステム。 
また、リアルタイム CG キャ

ラクタを出演者とする技術

や、実写映像に CG で広告等

を組み込むバーチャル広告技

術などが登場し、新たな応用

の可能性が広がっている。 

(a)バーチャルスタジオの改善 
1999 年、カメラ・被写体間の距離をリアルタイムに計測す

るカメラが登場し、実写映像における前景・後景が明確に

区別できるようになったため、ブルーバック等を使わずに

複雑な画像合成が可能になった。 
(b)リアルタイム CG キャラクタ 
 欧米では 1999 年以降、CG キャラクタを Web サイトや

テレビ画面のニュースキャスターに活用する事例が欧米で

複数登場している。 
(c)バーチャル広告 
予めフィールドに合わせて設定した三次元データとカメラ

から取り出される情報から、生成画像の位置や形状を計算

し、ほぼリアルタイムに実写映像と合成する。丁寧なキャ

リブレーションが必要となるが、それによって極めて優れ

た画像合成が実現する。なお、バーチャル広告では、放送

倫理への配慮も重要であることを忘れてはならない。 

・「ZCAM」：イスラエル 3DVsystems
社、1999 年発表。カメラと被写体の距

離をリアルタイムに計測する。 
・「DeepMedia」：イスラエル 3DVsys-
tems 社、2000 年発表。ZCAM を利用

した実写合成システム。 
・「CyberSports」：イスラエル ORAD
社、フィールド内のあるサンプルエリア

から抽出したデータを用いて CG の画

像やアニメーションを自然なパースで

貼り付け、カメラの動きと連動させるこ

とができるバーチャル広告システム。 
・国内企業においては、松下電器、朋栄

が NT ベースのバーチャルスタジオを

製品化（2000 年）。 

・バーチャルスタジオでは、

センサー技術等によってハ

ンディカメラのカメラワー

クを正確かつリアルタイム

に検出することが求められ

ている。 
・バーチャルスタジオを設

計・構築できるインテグレ

ータが少ない。 
・バーチャル広告では、カ

メラのレンズや本体、位置

等を変更する度に要求され

るキャリブレーションの簡

易化が課題。 

・バーチャルスタジオやバーチャ

ル広告については、企業ベースで

見るとイスラエルの台頭がめざま

しい。特に ORAD 社はバーチャル

広告の先駆的なベンダである。 
・日本企業もバーチャルスタジオ

の低価格化に寄与しており、今後、

モーションキャプチャとの融合な

ど新たな付加価値を設けること

で、ユーザニーズを開拓する方向

も考えられる。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（4／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 
映

像 
映像制作工程管

理 
映像制作工程をシステム上で

コントロールして、コストダ

ウンと効率化を目指す提案。 
(a)プリプロダクション工程管

理 
キャストやスタッフの編成

を含む撮影スケジュールと予

算の調整に絞った管理システ

ムを導入して手戻りを最小限

に抑える。 
(b)ポストプロダクション工程

管理 
 スタッフ、プロジェクト、

映像素材等を一元管理し、最

適化・効率化を目指す。 
(c)映像制作全般の工程管理 

コンテンツの二次利用を想

定して属性情報の共有化を図

る方向や、工程間の連携を前

提として、工程毎に新しい発

想の効率的な仕組みを導入す

る方向が提案されている。 

(a)スケジュール管理 
 キャスト、スタッフ、コスチューム、小道具等をシーン

単位で洗い出し、撮影に要する時間を踏まえて、スケジュ

ールを調整する機能が要求される。 
(b)予算管理 

スケジュール管理に基づき発生する費用を試算し、予算

策定を支援。スケジュールとの連携性が重要。 
(c)スタッフ管理 

クリエータ、技術者、プロデューサ等のスタッフの経験

やスキル、JOB 等を登録・管理する。 
(d)シナリオ作成支援 

シナリオ作成作業を支援。画像や動画を加えわかりやす

くする方向、人物像の策定や構成等の観点からストーリー

作成そのものを支援する方向、キーワードに対応する情景

や効果音等を提示して脚本家の発想を支援する方向等。 
(e)絵コンテ作成支援 

カメライメージやストーリーを示す絵コンテ作成を支

援。背景やキャラクタ、小道具等のライブラリから絵コン

テを制作する方向、三次元的な表現により、視点（カメラ

アングル）の変更が可能な絵コンテを制作する方向等。 
(f)素材管理 
ポストプロダクション作業や二次利用のために、番組の

制作作業と属性情報管理を支援。 

(a)スケジュール・予算管理 
「Movie Magic」シリーズ（ver1.0 は

1985 年発表）：米 SCREENPLAY 社。

スケジュール作成ソフト、予算書作成ソ

フト、脚本のフォーマット処理ソフトで

構成。 
(b)シナリオ作成支援 
「DRAMATICA」：米 SCREENPLAY
社、人物像の策定や構成等の観点からス

トーリー作成そのものを支援する。 
(c)絵コンテ作成支援 
「Storyboard Artist」：米 Power Pro-
duction 社、背景やキャラクタ、小道具

等のライブラリから必要なものを組み

合わせて絵コンテを制作する。 
(d)ポストプロダクションワークフロー

管理 
「CakeS」英 Unique ID Software 社、

1999 年発表。スタッフ、プロジェクト、

映像素材等の情報を一元管理する。映像

素材の内容をネットワーク経由で確認

できる。 

・日本の慣習を前提とした、

脚本・予算・スケジュール

の管理が相互に連動してい

る統合的なプリプロダクシ

ョン工程管理システムの開

発が望まれる。 
・予算やスケジュール管理

のアプローチと、メディ

ア・アセット・マネジメン

トのアプローチを相互に連

携させて、全体としての最

適化を図る方向に期待がか

かる。 

・米国の場合、映像制作工程管理

にはハリウッド映画のプロデュー

サやプロダクションの需要が期待

できる。 
・日本の場合、プロデューサの数

が米国と比べ少なく、需要が乏し

いこともあって、予算管理やスケ

ジュール管理といった、プロデュ

ーサ業務を支援する機能と連動し

たシステムは、ほとんどみられな

い。 
・脚本、絵コンテの制作支援ツー

ルが国内で開発されているが、総

合的な工程管理という視点で見る

と、充分な状況ではないと考えら

れる。 

音

楽 
音声圧縮 音声信号を、人間に知覚で

きる劣化を伴わずに、ネット

ワークでの配信が可能な程度

のビット列（ファイル）に圧

縮するための技術である。 

PCM形式でデジタル化され

た音声情報を、符号化器（エ

ンコーダ）に入力すると、圧

縮されたビット列を得ること

ができる。これを再生しよう

とする場合は、復号器（デコ

ーダ）に圧縮されたビットス

トリームを入力すれば、音声

信号を得ることができる。 

(a)帯域分割 
音声データを、その音声を構成する複数の周波数帯域に

分割する。分割方法や、分割用フィルターが開発される。

(b)量子化 
分割された帯域ごとに、音声データを圧縮する。原音か

らの歪みを最小化するための予測技術が開発される。 
(c)符号化 

量子化されたデータを記録する。効率向上のため、可変

長符号化やエントロピー符号化などの手法が開発される。

(d)心理聴覚分析 
圧縮データがオリジナルの音声データと同等に聞こえる

ようにするためのパラメータ調整に用いられる。 
代表的な圧縮方式としては、以下のものがある。 

MP3,AAC,TwinVQ,ATRAC3,Windows Media Audio 

先に挙げた方式については、すべて対応

する製品（符号化、復号化のためのソフ

トウェア、ハードウェア）が製品化され

ている。 
標準化については、MP3 と AAC、

TwinVQ はMPEGのオーディオプロフ

ァイルに採用されている。しかし、

ATRAC3 や Windows Media Audio に

ついても音楽配信サービスでは広く利

用されており、方式が一本化される見込

みは当面ない。 

圧縮率の向上が最大の課題

である。 
注目されるのが、オリジナ

ルと全く同等の音質での圧

縮が可能な「ロスレス圧縮」

といわれる技術である。ロ

スレス圧縮技術については

米 Liquid Audio 社が 2000
年に、米国で 4 件の特許取

得している。ただし、製品

化の予定については公表さ

れていない。 

先 の 方 式 の う ち ATRAC3 と

TwinVQ は日本で開発された。

TwinVQ が MPEG4 に採用され、

ATRAC3 も Warner など海外レコ

ード会社に採用されるなど国外へ

の広がりも見せているが、他の方

式もそれぞれ勢力を広げており、

必ずしも有利といえる状況ではな

い。 
また、新方式の開発という点では、

これまでの蓄積や論文の参照状況

から判断する限り国内でのこの分

野の研究者は多くなく、競争力が

強いとはいえない。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（5／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 

ジャムセッショ

ン・システム 
人間の演奏からリズムやコ

ード進行などを認識し、それ

に応じた自動演奏を行う「自

動セッション・システム」の

ための技術である。 

最も理想的な利用形態は、

人間が演奏するピアノやギタ

ーなどの生楽器にあわせて、

コンピュータがドラム、ベー

スなどを演奏するといったも

のである。 

 ジャムセッション・システムは、概ね 3 つの要素技術に

分解できる。 
(a)入力演奏の認識 

楽器から発せられた音響信号から、音名や音長を認識す

る。単音の認識であれば、すでにリアルタイムで行える。

(b)演奏の解析 
 (a)で認識した旋律や和声から音楽の構造、例えば適切な

コードとリズムパターンを検出する。コードについては、

一定時間内に入力された音から可能性のあるコードを評価

する方法が、リズムパターンについては、コードの繰り返

しやリズム楽器の演奏パターンを分析する方法がある。 
(c)演奏データの生成 
 和声環境とリズムパターンに適合したフレーズや伴奏を

生成する。あらかじめパターンを入力し、必要に応じて変

化させる手法がとられることが多いが、すでに演奏された

フレーズを基に生成する即興的な手法も実験されている。

セッション・システムとしてはまだ製

品化レベルには達していないが、それぞ

れの要素技術に関連しては製品化され

ているものもある。 
(a)入力演奏の認識 

 ハミングによる音階入力機能は、市販

の一般ユーザ向け作曲ソフトに標準機

能として搭載されている。 
(b)演奏データの生成 

 リアルタイムではなく、プロユースに

耐える水準ともいえないが、入力した旋

律を基に簡単な編曲を行う機能も、一般

ユーザ向けのソフトとして提供されて

いる。 

(a)リアルタイム性の向上 
リアルタイムでのセッシ

ョンでは、認識から演奏ま

での処理を非常に短時間で

行わなければならない。 
(b)音声以外の情報の取り込

み（ジェスチャー、アイコ

ンタクトなど） 
実際のセッションでは、ジ

ェスチャー・アイコンタク

トなどの視覚情報や、緊張

感や期待感といった感性情

報も大きな役割を果たす。 

音声情報処理一般については、

諸外国、特に米国における研究蓄

積にはまだ届かない状況である。

昨年の Interntional Computer 
Music Conference において発表

された論文は 95 編あったが、この

うち日本人研究者によるものはわ

ずかに 5 本にとどまっている。 
ただし、入力に生楽器を用いたシ

ステムの開発に初めて成功したと

いう実績もあり、日本国内の研究

者、研究成果は量・質共に急速に

諸外国を追い上げつつあることが

期待できる。 

音

楽 

フォーマット変

換 
特定のビット／サンプリン

グレートで記録された音声信

号を、他のビット／サンプリ

ングレートに変換するための

技術である。 

 通常、サンプリングレート

や記録ビット数の異なる機器

同士でデジタル信号によるダ

ビングを行うことはできない

が、こうした技術を適用する

ことで、コンテンツのマルチ

ユースが可能になる。 

(a)サンプリングレート変換 
 例えば 96kHz で標本化された音声データを、44.1kHz
の音声データにするための技術である。基本的には、元の

アナログ信号を予測した上で再サンプリングを行う、標本

と標本との間のデータを予測して補完するなどの手法がと

られている。 
(b) ビット変換 
 例えば 16bit の信号から 24bit精度での再生を行うなど、

少ないbit数からそれ以上のbit数分の情報を再現する再生

技術や、逆に 16bit 信号に 20bit 分の情報を記録するマス

タリング技術が開発されている。 

特にビット変換に関して、複数の方式

が提案・実用化されている。 
少ないビット数からそれ以上の情報

を再現する方式としては、Victor が開発

した K2 方式や、DENON が開発した A
LPHA・プロセッシング、パイオニアが

開発した Hi-bit・レガートリンク・コン

バージョンがある。16bit 信号を詳細に

分析して元の信号の予測を行うなどし

て、20bit や 24bit 分の信号を再生する。 
一方、ソニーが開発した SBM や、米 
Pacific Microsonic 社の開発した HDC
D（HighDefinitionCompatibleDidital）
技術は、少ないビット数に多くのビット

を記録する記述である。特に HDCD 技

術は、従来の 16bitCD に対して 20bit
分の情報を圧縮して記録するマスタリ

ング技術であり、対応するレコーディン

グスタジオも増加している。 

変換元の音声データから

の、理想的には原音からの

音質劣化を最小限にするこ

とが、最終的な開発課題で

ある。サンプリングレート

変換、ビット変換とも、変

換元のデータから原音を予

測する技術を基盤としてい

ることから、新しい予測ア

ルゴリズムの開発や、既存

アルゴリズムの予測精度向

上が必要になる。 

このテーマについては、音響機器

メーカで研究されていることがほ

とんどであると見られるが、国内

の音響機器メーカには特にデジタ

ル処理技術で定評を得ているとこ

ろも数多くあり、技術的な競争力

は十分あるものと見られる。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（6／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 
新

聞 
・ 
出

版 

電子書籍 電子書籍は、インターネット

の急速な普及を背景として、

パッケージからネットワーク

へとそのビジネス領域を移し

つつあり、絶版本や学術系の

雑誌などは既にビジネスとし

て成立している。 
1998 年 10 月には、出版を中

心に取次、書店、通信、シス

テムベンダ等 150 社が参加し

た電子書籍コンソーシアムが

結成され、2000 年 3 月まで電

子書籍ビジネスの実証実験が

行われた。電子書籍コンソー

シアムでの経験を踏まえ、本

格的な事業化に進展したケー

スもみられる。 

(a)フォーマット 
電子書籍フォーマットが国内外で開発されている。日本

では、日本語特有の仕様に対応したフォーマットやビュー

ワソフトが開発されている。 
(b)端末技術 

電子書籍コンソーシアムの実証実験では、170dpi の高精

細液晶を採用。東芝は低温ポリシリコン TFT 液晶技術を使

い、米 Microsoft 社（以下 MS 社）と共同で、電子書籍向

け液晶を開発。 
(c)スムージング技術 

文字と背景色の境界部分をグラデーション処理して、モ

ニタ上で表示されたテキストを読みやすくする。米

Microsoft 社は、1998 年 11 月に「ClearType」を発表。米

Adobe 社は、2000 年 2 月に「CoolType」を発表。 
(d)決済／コンテンツ保護技術 

コンテンツを暗号化しておき、購入希望者が鍵を購入す

ると、その鍵の ID がコンテンツファイルに組み込まれ視

聴可能となるしくみや、住所、氏名、クレジットカード番

号等を一組の ID・パスワードで管理するしくみが実用化さ

れている。 

(a)フォーマット 
・「Open eBook」：米国の電子書籍フォ

ーマット標準。1999 年策定。 
・「PDF」：Adobe 社。 
・「T-Time」等：日本語の仕様に対応。 
(b)端末技術 
・「PocketPC」：米 MS 社の PDA。 
・「Palm」：世界の 7 割を占める PDA
用 OS。米 Adobe 社が対応 viewer 開発。 
・「Zaurus」：シャープ。 
(c)スムージング技術 
米MS社、米Adobe社が viewerに搭載。 
(d)文字コード 
国際・国内、その他国内独自規格が共存。 

(e)決済技術 
・「PDF Merchant」：米 Adobe 社。 
・「MS Passport」：米 MS 社。 
(f)コンテンツ保護技術 
・EBX Working Group：著作権管理を

書籍フォーマットから独立に標準化。 

・米国の標準であり、米 
Microsoft 社が推進する「O
pen eBook」や、そのビュ

ーワとなる「Microsoft Re
ader」の日本語対応がなさ

れれば、日本市場への影響

も少なくない。将来、日本

語対応がなされると見込み

だが、具体的な時期は明ら

かでない。 
・文字コードの問題は、国

民の氏名や文化論にも係わ

る内容であり、技術だけで

は解決が難しい。 
 

電子書籍を巡り強力なソフトベ

ンダが競争し合う米国は、他国に

比べ先進的であり、高い優位性を

有すると見られる。 
日本の国内市場については、日

本語の制約が海外から見た参入障

壁となる可能性は高いが、その一

方で、グローバルな競争や統合か

ら取り残される危険性もある。 

ゲ 
｜ 
ム 

マ ル チ モ ー ダ

ル・インタフェー

ス 

様々な入出力インタフェース

を組み合わせることにより、

ユーザにインパクトを与えた

り、コミュニケーションをス

ムーズに行えるようにする

等、新たな効果を生み出す技

術である。 

(a)音声認識技術 
マイクより入力された人間の音声を分析し、単語を認識

する技術であり、既に電話の自動応答システムやパソコン

用の音声入力システムにおいて実用化されている。 
(b)音声合成技術 
 サンプリングした人間の音声を組み合わせて、文章に応

じた発声を行うシステム。現在の技術では不自然さが残る

ため、ゲームでの利用に関してはゲーム上のキャラクタが

ユーザの名前を呼ぶ際に利用する用途に限られている。 
(c)マルチモーダル・インタフェース関連技術等 

以前は文字だけでなく、ポリゴン人形の動作も加えて表

現するといった入出力手段の選択肢を増やす研究が多かっ

たが、近年は複数のインタフェースをどのように的確に組

み合わせれば認識効果や現実感が向上するかといった人間

工学的なアプローチが行われている。 

(a)音声認識技術（単語レベル）を活用

したゲーム 
・「シーマン」:ビバリウム 
(b)音声合成を利用したゲーム 
・「バーチャルコール S」:キッド 
・「ときめきメモリアル 2」:コナミ 
(c)マルチモーダルを活用したゲーム 
・「ファンタシースターオンライン」（セ

ガ）、文字データの他に文字、イラスト

及び効果音を組み合わせた「シンボルチ

ャット」を活用 
・「平成麻雀荘」:マイクロネット 
インターネットとマイクデバイスを活

用して、他のユーザと麻雀をしながら音

声でコミュニケーションが行える。 
・「パラパラパラダイス」:コナミ 
空間センサーで手の動きを感知 

(a)音声認識技術 
市販の音声認識ソフトの認

識率が 90％以上（ユーザの

特性に応じた調整を行った

場合）であることから、実

用の域に達していると考え

られる。 
(b)音声合成技術 

キャラクタの通常のセリフ

となめらかにつながる音声

データを合成することはま

だ容易ではない。 
(c)マルチモーダル技術 
個々のゲームは寿命が短い

にも関わらず製品が高額と

なってしまう。 

 音声認識・合成技術に関しては、

既に多くの製品が海外で開発され

ており、国際競争力につながると

は考えにくい。 
複数の入出力手段を活用したマ

ルチモーダルに関しては、手法が

確立されていると言えず発展の可

能性はあるが、技術自体の先行き

が見えにくいため、予想が難しい

状況である。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（7／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 

ネットワーク関

連技術 
ネットワークゲームを制作す

るために必要となるコンテン

ツ伝送技術や各ユーザに対す

るサービスレベルの均一化等

の技術である。 

(a)ストリーミング技術 
インターネットを介したコンテンツの効率的な伝送を行

う技術であり、現在最も注目されている規格が MPEG4 で

ある。オンラインゲームにおいて、サーバで生成したリア

ルタイム CG 画像や蓄積されている CG ムービーを送信す

ることが容易になると想定される。 
(b)サービスレベルの均一化技術 
 高速ネットワークと低速ネットワークの混在する環境に

おいて、ユーザの反応速度による順序制御，動的なサーバ・

クライアントでの制限時間，待ち合わせ時間の短縮といっ

た手法により、対戦ゲームにおけるメンバ間公平性保証を

図る研究が行われている。 

(c)コミュニケーション技術 
マルチモーダル・インタフェース（文字、音声、イラス

ト等により会話可能等）の他、多国語会話機能（簡単な単

語に関して、選択された国の言葉に自動変換することによ

り、海外のユーザと会話できる機能）等が利用されている。 

(a)通信技術 
 MPEG4 に関しては、1999 年から、 
ISO/IEC-JTC1/SC29/WG11 により主

要な技術に関する標準化が行われてい

る。また、製品に関しては、MPEG4 サ

ーバや基本システムの販売が始まって

いる（「MPEG4 映像配信ソフトウェア」

（沖電気）等）。 
(b)サービスレベルの均一化技術 

CIRCADENCE CORPORATION
（旧 VR-1 社）「VR-1 Conductor」等の

ミドルウェアが販売されている。 

(c)コミュニケーション技術 
「ファンタシースターオンライン」

（セガ）では、よく使用する短文を数カ

国語のデータとして格納しており、他国

のユーザと簡単な会話を行える機能を

有している。 

(a)通信技術 
 MPEG4 に関しては、ネ

ットワークゲームへの適用

に関してはまだこれからと

いう状況である。 
(b)コミュニケーション技術 

既に実用化が進んでいる

ものの、より利用しやすい

ものに改善する余地は多

い。翻訳機能に関しては、

実際のユーザ利用を通じて

改善を重ねることにより発

展するものと考えられる。 

 ネットワークゲームに関して

は、パソコン、コンシューマ機と

も、インターネットを介して国内

ユーザと海外ユーザが同時にプレ

ーできるゲームが発売されてお

り、これがゲーム販売を促進する

効果につながれば国際競争力とな

る可能性はある。特に自動翻訳に

関しては、日本語の特殊性から日

本の技術が強いと考えられる。 

ゲ 
｜ 
ム 

立体ディスプレ

イ 
コンテンツを立体表示するデ

ィスプレイであり、特殊なメ

ガネを着用する方式だけでな

く、裸眼で立体視が可能な製

品も市販されている。 

(a)眼鏡あり立体ディスプレイ 
眼鏡あり立体ディスプレイは、古くは専用のカメラで撮

影された 2 重の映像を左右で色の異なる眼鏡を使用して見

る手法（アナグリフ）が存在しているが、90 年代中頃から

左右用の映像を交互に表示し、一定間隔で開閉を繰り返す

液晶シャッターを装備した眼鏡を利用して見る製品が国内

外で発売されている。通常のテレビで本方式を用いると、

眼鏡を使用しない場合と比較して、画像の表示間隔が半分

になり、ちらつきが生じるため、周波数を 2 倍以上とした

専用テレビ（Flickerless 3DTV）も開発されている。 
(b)眼鏡なし立体ディスプレイ 

眼鏡なし立体ディスプレイは、研究開発や製品化が進め

られているものの、ハードウェアのコストが高額であった

り、専用のコンテンツを制作する必要があるため、特殊な

用途に限られている。イメージスプリッター方式、インテ

グラル方式、ホログラフィー方式等が研究開発されており、

特にイメージスプリッター方式に関しては、実用に耐える

製品が発売されている。 

(a)眼鏡あり立体ディスプレイ 

・「32 型 2D/3D ワイドテレビ」:三洋電

機（1995 年 7 月発売） 

NTSC 信号から擬似的な 3D 映像を

作成・表示する方式として、国内外で

は初めて民生用に市販された。 

・「Multi Media Vision」:スリーディ．

コム株式会社（2000年 12月発売） 

テレビ／パソコンの映像信号を仮想

的に 3D映像に変換するテレビである。 

(b)眼鏡なし立体ディスプレイ 
・「THD-15DX1」:三洋電機 
 実用に耐える高い性能を持った 3D
ディスプレイ（一人用）。 
(c)ゲームへの応用 

1996 年 7 月にヘッドマウント方式

（単色）の 3D 表示ゲーム機「バーチャ

ルボーイ」（任天堂）が発売されている

が、普及には至らなかった。 

(a)眼鏡あり立体ディスプレ

イ 
技術的には、実用に耐え

るレベルにあるが、価格が

高い、眼鏡が煩わしい、専

用のコンテンツでないと立

体感が今ひとつであるとい

った課題がある。 
(b)眼鏡あり立体ディスプレ

イ 
眼鏡を装着する煩わしさ

はないが、見る場所や角度

が制限される、価格が高い

等の課題がある。 
 

眼鏡あり立体テレビに関して

は、古くから国内外において製品

化されているにも関わらず普及が

進まない状況にある。眼鏡装着の

煩わしさのない立体テレビの開発

が進めば、国外も含め、普及の可

能性には期待できる。特殊なコン

テンツを必要としない方式でなけ

れば、コンテンツ制作費が障壁と

なる可能性があるが、リアルタイ

ムで CG 画像を生成するゲームの

場合には、立体テレビ用の画像を

生成することも比較的容易と想定

されるため、特にゲーム用途にお

いては眼鏡なし立体テレビの製品

化が期待される。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（8／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 

モーションキャ

プチャ 
人間の動きを測定して CG キ

ャラクタの動作データに変換

するシステムであり、ゲーム

分野では、各所で使用される

CG ムービーの作成や CG キ

ャラクタの動作データの作成

に利用されている。 
 

○磁気式モーションキャプチャ 
人間の体に磁気センサーを取り付け、各センサーが感知

する磁気から各自の空間上の位置を割り出す方式である。

○光学式モーションキャプチャ 
人体に光を反射するボール等の目印を着け、異なった位

置に設置した複数のカメラで撮影し、画像とカメラの座標

から目印の 3 次元座標を計算する方式である。 
○機械式モーションキャプチャ 

人間の体の関節に「ポテンシオメータ（角度を測定する

装置）」を取り付け、メータの動きをエンコーダ等を用いて

計測する方式である。 
○その他 

その他にも、人間が着ている服の色模様等に着目し、そ

の色模様の変移からモーションを測定する色彩式等の方法

がある。本方式は、カメラで撮影した映像から特徴を抽出

するため、処理に時間や手間を要するが、条件が良い場合

には、自然な映像からもモーションを抽出可能である。 

○磁気式モーションキャプチャ 
磁気式に関しては、比較的データ処理

が軽く、リアルタイムでの計測も容易で

あることから製品化も進んでいる。ま

た、ワイアレス製品も市場に出ている。 

・「MotionStar」:Ascension Technology
社 
・「STAR*TRAK」:Polhemus 社 
○光学式モーションキャプチャ 

光学式に関しても、処理の高速化が図

られており、リアルタイム計測を可能と

した製品も現れている。 

・「REALTIME HIRES 3D」:Motion 
Analysis 社 
・「VICON8」:Metrics 社 
○機械式モーションキャプチャ 

機械式に関しては、製品数はあまり見

られないものの、特定用途でのニーズが

高いものと想定される。 

・「The Gypsy2.5」:Analogus 社 

モーションキャプチャシ

ステム自体は、磁気方式の

ワイアレス化、光学方式の

リアルタイム処理等、使い

勝手は改善が進んでいる。

しかし、磁気方式はノイズ、

光学方式は測定誤差等、デ

ータの信頼性に関してはま

だ問題がある。 

また、実際に測定したデー

タをそのまま使用すること

は少なく、演出を加えるこ

とも多いため、測定したデ

ータを CG作成ツールに取り

込んでからも行う作業も多

い。 

モーションキャプチャシステムに

関しては、欧米企業による製品が

占めている状況である。製品開発

を行っている欧米企業において

は、本技術に関する実績やノウハ

ウの蓄積も大きく、国内の企業が

対抗することは容易でないと想定

される。ただし、モーションキャ

プチャシステムを活用したコンテ

ンツ制作に関しては、前述の SIGG

RAPH2000 の例に見られるように、

日本のコンテンツ制作に関する評

価は著しく高い。 

ゲ 
｜ 
ム 

人工知能 
 

ゲームコンテンツは、単なる

一方通行のコンテンツ提供と

は異なり、将棋や麻雀、RPG
のモンスター、スポーツゲー

ムの敵選手等、CPU が人間同

様の判断を行って、ユーザの

相手をする必要がある。その

判断に、人工知能の技術が必

要となる。 

○テーブルゲームの判断機能 
麻雀やトランプ、人生ゲーム等、一人から少数の相手と

共同・対戦するゲームにおいては、CPU は一人から数人の

対戦相手（場合によっては、共同相手）の意思決定を行う

必要がある。将棋やチェス等のゲームにおいては、「ゲーム

木」を基に探索していく方式が一般的である。 
○アクションゲーム等の判断機能 

アクションゲームについては Finite State Machine
（FSM）、Fuzzy State Machine 等用いたルールベース A
I を利用した学習機能が実用化されている。これらはユー

ザ自身が敵キャラクタの判断ロジックをプログラミング可

能である。 

○テーブルゲームの判断機能 
ゲーム木の概念に基づいた判断機能

は、将棋、碁、その他、様々なゲームに

活用されている。特に、標準化の動きは

見られない。 
・「柿木将棋」:アスキー社 
・「森田将棋」:ランダムハウス社 等 
○アクションゲームの判断機能 

Epic game 社の 3D シューティング

ゲーム「Unreal」では、UnrealScript
と呼ばれるスクリプト言語により、FS
M を実現しており、ユーザが機能を拡

張することができる。同様の機能は、 
Quake 等のゲームにも見られる。 
・「Unreal」:Epic Game 社 
・「Quake」:id Software 社 

○テーブルゲームの判断機

能 
現在の性能では、十数手

先まで読むことは難しい。

また、プロの手法をプログ

ラム化し、対局しごたえの

あるゲームを作り出すこと

が課題。 
○アクションゲームの判断

機能 
 CPU が自動的に学習す

る機能に関しては、今まで

遺伝アルゴリズムやニュー

ラルネットワークの手法が

研究されているが、実用化

には至っていないという状

況がある。 

将棋や囲碁に関しては、日本にお

いて研究開発が活発に行われてい

るが、将棋や囲碁自体が海外に広

まらなければ、国際展開は難しい。

但し、ゲーム木を探索していくア

ルゴリズムは、様々なテーブルゲ

ームに応用可能であり、国際競争

力にも繋がることが期待される。 
アクションゲームの判断機能に関

しては、パソコン対戦ゲームの開

発において米国がリードしている

が、「シーマン」や「どこでもいっ

しょ」等、ユーザに対して CPU が

生物のような対応を行う個性的な

ゲームが日本においても開発され

ており、今後は国際競争力も高ま

っていくことが期待される。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（9／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 
ゲ 
｜ 
ム 

リアルタイム CG ゲームコンテンツにおいて

は、ユーザの入力や CPU の判

断により、リアルタイムで C
G を作成する必要がある。こ

の場合の CG としては、背景

やキャラクタ等、様々な要素

がある。 
 
 
 

(a)物理シミュレーション技術 
 物理シミュレーションに関しては、レースゲームやフラ

イトシミュレーションにおける車や航空機の挙動や、爆発、

風景等の現象を再現するために各種のミドルウェアが開発

されている。 
(b)モーション補間技術 
 人間の動作を表現する場合、ある動作から次の動作まで

の間のモーションを計算により補間する必要がある。補間

方法に関しては、人間の個々のパーツを一連のリンク構造

として定義し、例えば手首を動かすと、前腕、上腕とつら

れて動くように動作を決定するインバースキネマティクス

法等が利用されている。 

(c)描画処理 
解像度が低いキャラクタの外形線に現れるジャギー（ぎ

ざぎざ）を滑らかにするための処理（アンチエイリアス）

や、複数のサイズのテクスチャ（顔や服装等の絵柄）を用

意し、キャラクタが近づいたり遠ざかった場合に、キャラ

クターサイズに合ったテクスチャを張り付けるミップマッ

ピング等、よりきれいな CG を作成するために、様々な技

術開発が行われている。 

・近年、実際の車の物理特性から車の挙

動を計算するようなゲームが増えてお

り、「DRIVING EMOTION TYPE-S」
（スクウェア社）では、車の挙動を実際

の各パーツの動きから物理計算して決

定している。 

・「プレイステーション 2」に関しては、

シミュレーション用のミドルウェアや

リアルタイム CG 用のグラフィックデ

ータを作成する 3DCG ツール等を開発

する企業に対し、ツール・ミドルウェア

ライセンス契約を行っている。今後、こ

れらの企業により、様々な支援ツールが

提供されることが期待される。 

 

 

ハードウェアの性能及びソ

フトウェア技術の向上によ

り、CG ムービー等で用いら

れる手法のリアルタイム利

用や、高度な物理計算に基

づいた、よりリアルな CG
表現も可能となってくると

考えられる。ただし、ユー

ザがインパクトを感じる C
G 表現を実現するために

は、2D アニメーションに見

られるようなデフォルメや

誇張された表現も必要とさ

れる可能性もあり、今後、

実験的開発が進められるこ

とが想定される。 

3DCG 作成ツールも、物理シミ

ュレーション等のミドルウェア

も、米国が先進的であり、日本市

場でも高いシェアを占めている。

しかしながら、リアルタイム CG
を活用した家庭用ゲームやアーケ

ードゲームに関しては、海外でも

日本製品が幅広く受け入れられて

おり、面白さや驚きといった感性

に訴えかける要素を多分に持つゲ

ーム作品に関しては、日本の国際

競争力は高いと考えられる。 
 今後も、よりリアルでかつイン

パクトのあるリアルタイム CG 作

成に向け、先進的技術とデフォル

メ等の表現力を高めるための技術

開発が期待される。 
 

モ

バ

イ

ル 

コンテンツ記述

言語 
 携帯電話などの携帯端末上

で表示・利用するためのコン

テンツを記述するための言語

仕様である。 

 コンテンツ制作者は、通常

のテキストエディタまたは専

用ツールを用い、言語仕様に

沿ってコンテンツを制作す

る。 

代表的なコンテンツ記述言語について紹介する。 

(a)XHTML Basic 
 W3C 勧告（2000 年 12 月）である。XHTML の機能を

最小限にしぼったものだが、独自機能の追加も可能である。 
(b)WML (Wireless Markup Language) 

WAPフォーラムが提唱しているXMLベースの言語であ

る。複数ページのグループ化など通信の効率化に優れる。

(c)CompactHTML 
 HTML を基にアクセスが開発した。ほとんどの HTML
タグがそのまま利用できる。 
(d)HDML （Handheld Markup Language） 

 米 Phone.com が開発した。WML に近い機能を持つが、

XML ベースではない。 
(e)MML (Mobile Markup Language) 
 慶應義塾大学の MOBiDY プロジェクトチームが開発し

た。CompactHTML とは共通点も多い。 

・WML、CompactHTML、HDML、M
ML ともに対応ブラウザ・電話機が製品

化され、サービスも開始されている。 
・WML は、海外で提供されている携帯

電話向けコンテンツサービスで広く利

用されている。また、国内では、NTT
ドコモが CompactHTML の修正版を、

KDDI グループが HDML を、J-フォン

が MML を、それぞれ自社サービスに

採用している。 
・標準化については、XHTML Basic
に統合される方向である。 

・言語仕様の共通化につい

ては、2001 年後半にも勧告

される、XHTML Basic の

次期バージョンにおいて解

決される見通である。 
・今後は、XHTML Basic
の拡張機能の開発が中心と

なる。具体的な課題として

は、位置情報サービス関連

機能、スクリプティング機

能などが考えられる。 

 XHTML Basic の執筆では、日

本人技術者が大きな役割を果たし

てた。 
 また、携帯環境におけるコンテ

ンツニーズについては、日本企業

がノウハウ蓄積において若干優位

にある。こうしたノウハウは、XH
MTL Basic 仕様を拡張する際に

は有益な指針となることが期待さ

れる。さらに、仕様拡張はブラウ

ザを制作するソフトハウスが中心

になると考えられるが、これも現

在のところ日本企業が優位にあ

る。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（10／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 
モ

バ

イ

ル 

アプリケーショ

ン実行環境 
 携帯電話に代表される携帯

端末上で各種アプリケーショ

ンを実行するための、OS や V
M(Virtual Machine)などの

ソフトウェア環境である。 
 利用者は、通信回線を通じ

てアプリケーションを自分の

携帯端末に取り込み、必要に

応じて実行する。実行環境は、

操作ボタンやディスプレイな

どのユーザインタフェース

や、携帯端末のハードウェア

機能へのインタフェースを用

意し、アプリケーションの実

行を支援する役割を果たす。 

(a) 携帯電話向け Java 
プログラミング言語 Java を、携帯電話でも実行できるよ

うにしたものである。NTT DoCoMo の独自仕様と、Sun
や Nokia などを中心に策定した標準仕様とがある。 
(b) BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) 
米 Qualcomm 社が開発した。C や C++により、端末のよ

り広範な機能が利用できる。 
(c) ExEn 
フランスの IN-Fusion 社が 2000 年 9 月に発表した、ゲー

ム向けの実行環境である。 
(d) PIXO OS 
米 PIXO 社が開発した。基本的な PIM（Personal Infor-
mation Assistant）のほか、C++で記述したアプリケーシ

ョンを動作させることができる。 
(e) Stinger 
米マイクロソフト社が開発した、携帯電話向け OS である。 
PC 向けと同等の機能を持つウェブブラウザや受信メール

ボックスを持ち、PC との情報共有も行うことができる。

・現時点でサービスが開始されているの

は Java のみである。Java は将来性に

ついても本命視されている。 
・BREW については、対応端末が 200
1 年夏頃から発売され、ソフトウェアの

ダウンロードサービスも同時に開始さ

れる予定である。また Stinger を採用し

た端末は、2001 年秋に製品が出荷され

る見込みである。 
・大きく 2 つに分かれた携帯電話向け J
ava 言語仕様について、統一しようとす

る動きは今のところ存在しない。実行環

境のデファクトについても、これから市

場の判断を仰ぐことになる 

(a) セキュリティ 
現時点では、コンテンツ制作

者の認証や、アプリケーショ

ンから利用できる機能の限

定、といった対策がとられて

いる。 
アプリケーションの安全性

を第三者が認証するサービ

スも行われているが、試験的

な取り組みにとどまってい

る。 
(b) Java アプリケーション実

行の高速化 
日本の Applix 社の開発した

技術が優位にあるとされる。

携帯電話への搭載は、2001
年前半には実現する見通し

である。 

 コンテンツ開発については、開

発経験やサービス提供中にしか

分からないノウハウを先行して

蓄積できるメリットがあること

は有利である。 
 実行環境では、Java 高速化技

術などの要素技術で優位にある

ほか、ITRON など組み込み機器

関連のノウハウ蓄積も大きい。 
 スキルの高い Java プログラマ

の数は決して多くないことや、国

内で開発された実行環境がない

ことが懸念要因である。 

共

通 
XML 応用言語 XML(eXtensive Markup 

Language)仕様を基盤とした

言語のうち、図形や 3DCG 画

面レイアウトなどのコンテン

ツを記述する言語である。X
ML 仕様を基盤としているた

め、XML が提供する API や

リンク機能などを受け継いで

おり、また XML パーサなど

の XML 操作ミドルウェアを

利用することもできる。 
 通常は、その言語に対応し

たエディタ、グラフィックツ

ール等を利用して言語仕様に

沿ったコンテンツを作成す

る。また、コンテンツを視聴

しようとするときには、やは

りその言語に対応したビュー

ア、プレーヤなど用いて行う。 

(a) XML 関連仕様 
XML 仕様は、基本仕様である XML のほか、リンク機能

を提供する Xlink、API 仕様である DOM（Document O-
bject Model）、スタイル付けを行う XSL、複数 DTD(Do-
cument Type Definition)の利用を可能にする Namespac
es in XML 等、20 弱の関連仕様から構成される。 
(b) 応用言語の開発 
 XML 応用言語の開発とは、基本的には、その言語で利

用可能なタグセットを定義することと考えて良い。つまり、

その言語で表現しようとするコンテンツを適切な構成部品

に分解し、そのそれぞれについてタグと、定義可能な属性

を設定することである。 
(c) 応用言語に対応したアプリケーションの開発 

応用言語を用いて記述されたコンテンツを編集・表示す

る。XML コンテンツの DOM／SAX オブジェクトを対応

アプリケーションに渡すと、そのアプリケーションに適し

た方法で表示できる。 

(a)XML 関連仕様 
XML 本体と DOM、Namespace in 

XML、Xpath、XSLT については、すで

に標準化が完了している。 
(b)記述言語仕様 

XML を応用したコンテンツ記述言語

のうち、W3C において勧告あるいは審

議が行われているもの、特に重要なもの

としては以下の言語がある。 
・ XHTML（W3C；Web ページ） 
・ MathML（W3C；数式） 
・ SMIL（W3C；コンテンツ制御） 
・ SVG（W3C；2 次元画像） 
・ Voice XML（W3C；音声対話） 
・ BML（ARIB;デジタルデータ放送) 
・ JepaX（JEPA；電子出版交換） 
・ G-XML（DBC；地理情報コンテン

ツ） 
・ NewsML（英 Reuter 社；ニュース） 

(a)XML 関連仕様 
XML 自体については、現

時点で標準化が完了してい

ない仕様のうち、特にコンテ

ンツ記述言語との関係が深

い Xlink（リンク機能を提供）

や、Xpointer（リンク中での

文書指定方法を定義）の、早

期の標準化完了が待たれる。 
(b)記述言語仕様 
今後も新しい言語の策定が

進むと考えられるが、特に電

子書籍関連など、類似規格が

多数存在する領域では早期

の標準化が必要 

この領域には異なる技術領域が

含まれ、国際競争力について一律

に論じることはできない。しかし

全体的に見て、日本から働きかけ

て世界的に採用されつつある言

語は G-XML 程度であり、XML
応用言語策定でのイニシアティ

ブは全体として弱いものと考え

られる。 
G-XML については、日本におけ

るカーナビゲーションの普及が

世界的にみても最も進んでいる

ことから技術的な蓄積も大きく、

対応システムやコンテンツ・サー

ビスにおいても優位に立つこと

が期待できる。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（11／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 

オブジェクトベ

ース符号化方式 
 映像、音楽符号化方式のう

ち、コンテンツを構成要素に

分解して記述する方式であ

る。変化の少ない要素と変化

が多い要素に別の圧縮方法を

適用し、全体として圧縮効率

を上げることが可能になる。 
ここでは特に MPEG-4 規格

を対象とする。 

(a)仕様本体 
 MPEG4 コンテンツのファイル形式や、再生手順につい

ての仕様である。すでに標準化が完了している。 
(b)エンコーダ 
 映像・音声データを、MPEG4 形式に変換するためのソ

フトウェア／ハードウェア技術である。より短時間で変換

するために、変換アルゴリズムやその実装が新規開発・改

良されている。 
(c)デコーダ、プレーヤ 
 MPEG4 形式のコンテンツを解読し、再生するソフトウ

ェア／ハードウェア技術である。 

(a)仕様本体 
 MPEG4 仕様は、すでに標準化を完了

している。 
(b)エンコーダ 
 映像・音楽データをリアルタイムで

MPEG4 形式に変換するソフトウェア、

MPEG4 形式で録画できるビデオカメ

ラなど、多数の製品が発売されている。 
(c)デコーダ、プレーヤ 
 MPEG4 形式の映像・音楽データを P
C 上、携帯端末上で再生するためのソフ

トウェアが多数提供されている。2001
年中には、携帯電話単体での再生も可能

になる見通しである。 

エンコーダについては、M
PEG7に代表されるコンテン

ツ管理システムとの連携も

必要になる。MPEG7 の標準

化は最終段階にあり、2002
年前半にはそうした製品が

登場する可能性がある。 
リアルタイムエンコーデ

ィングはすでに実現されて

いるが、放送などで用いるた

めには、エンコーディングの

さらなる高速化も必要であ

る。 

ビデオカメラや映像配信システ

ムなど、MPEG4 を応用したシス

テムの製品化では、日本が進んで

いる。 
地上波デジタル放送の携帯端末

向け送信など今後のニーズも大

きく、他国に先駆けて利用ノウハ

ウを蓄積できる可能性は高い。 

共

通 

コンテンツ変換  XML や HTML 等のコンテ

ンツ記述言語で記述されたテ

キスト系のコンテンツを、

C-HTMLやWMLなどといっ

た他の記述言語で記述された

コンテンツに変換する技術で

ある。 
SVG や VoiceXML など、非テ

キスト系のコンテンツを記述

する XML の応用言語が登場

していることから、文字と音

声、あるいは文字と画像など

といった、別種のコンテンツ

形式相互の変換についても検

討されている。 

コンテンツ変換技術としては、ある形式で記述された X
ML 文書を別の形式による XML 文書に変換する XSLT (X
SL Transformations)を利用する方法が最も一般的であ

る。XSLT は、例えば段落の表示される順序を変更したり、

表の行と列を交換したりすることができる。 
XSLT 技術を利用してコンテンツを変換するためには、

まず XSLT に従ったスタイルシートを作成する必要があ

る。変換は基本的にタグの種類と属性に従って行われるた

め、スタイルシートでは、どのタグ（タグ名、属性）をど

のタグに変更するかについて記述することになる。 

 テキスト系コンテンツ、非テキスト系

コンテンツを含め、記述言語の多くが X
ML を基盤にしていることから、XSLT
が変換技術の中核となると考えて間違

いないものとみられる。なお、XSLT 自

体の標準化については、1999 年 11 月

にすでに W3C 勧告となっており、すで

に完了している。 
 製品化については、XSLT 技術を利用

して、PC 向けのコンテンツから携帯電

話向けの変換や、各キャリア向けの携帯

電話コンテンツを相互に変換するソフ

トウェア・サービスを、すでに 10 社程

度が提供している。 
 

 テキスト系コンテンツ相

互の変換については必要性

が低下し、SVG や VoiceXML
などの非テキスト系コンテ

ンツも含めた変換手法に焦

点が集まるものと考えられ

る。 
 XSLT が基本になると考え

られるが、単純なタグの置き

換えでは済まない部分も多

く、実用化・製品化の具体的

な日程は立っていない。 
 XSLT 自体の開発課題とし

ては、条件式やステップ合

併、比較方法の拡張等が予定

されている。 

 XSLT を利用するために必要

なソフトウェアを開発する企業

は、国内では数社にとどまってい

る模様であり、その点ではやや出

遅れている。 
 ただし、現在、XSLT を利用し

たコンテンツ変換サービスのニ

ーズが最も高いのは日本であり、

今後そうしたニーズに応じて経

験・ノウハウを蓄積することで競

争力を獲得する可能性は十分に

あるといえる。 
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図 2-2 注目すべき技術開発テーマの概要（12／12） 
 技術開発テーマ 概 要 要素技術の構成と技術開発の動向 製品化・標準化動向 技術開発課題 国際競争力 
共

通 
コンテンツ保護  インターネットを利用した

電子商取引においては、コン

テンツを提供する側と利用す

る側の両者でコンテンツ保護

が行われなければならない。

コンテンツを提供する側（プ

ロバイダ）の問題にはコンテ

ンツの不正コピーによる著作

権侵害問題がある。これに関

する技術として電子透かしが

存在する。コンテンツを利用

する側（ユーザ）に対しては、

電子商取引の利用に際する個

人情報の漏洩やそれによるプ

ライバシー侵害、第三者によ

るなりすまし等が行われるこ

とのない環境が提供されなけ

ればならない。このための技

術として暗号・署名・認証が

挙げられる。 
 

(a) 電子透かし(Water Marking) 
電子透かしを利用して、デジタルコンテンツの冗長部に

著作権情報を埋め込むことにより、著作者は自分のコンテ

ンツを識別することができる。コンテンツの形態（静止画

像・動画像、音楽・音声、テキスト・プログラム）に応じ

て手法が開発・適用される。 
(b) 暗号・署名・認証 

公開鍵と秘密鍵という 2 つの鍵でそれぞれ暗号化と復号

化を行なう公開鍵暗号方式が主流で、認証（相手認証・メ

ッセージ認証）という機能も持ち合わせる。衛星放送、デ

ジタル放送受信機、DVD が適用用途である。 
(c)その他 
・コンテンツ利用者のもとでのユースコントロールによる

不正コピー防止技術として、再暗号化技術（ReEncrypti- 
on Technology）がある。 

・DVD-Audio/Video では、CSS が解読

されたため、新たに CPPM（東芝、松

下電器産業、米 IBM 社、米 Intel 社か

らなる 4C エンティティ LLC が開発し

た技術）を採用。鍵長は CSS1 の 40bit
から 56bit へ。 
・DVD-RAM、SD メモリカード、コン

パクトフラッシュでは、東芝などが提唱

する CPRM が多く採用されている。 
・デジタル放送受信機の著作権保護技術

は DTCP 規格が標準規格として確立。

・第 3 世代移動通信システム（W-CDM
A）では、三菱電機の KASUMI が国際

標準暗号方式として採用。 
・個人間のパーソナルな通信では、公開

鍵暗号方式の PGP（Pretty Good Pri-
vacy）が、Eudora などのソフトに採用

されるなど、インターネット上で広く利

用されている。 
・暗号技術を活用した電子商取引プロト

コルとして、米 Netscape 社が開発し、

IETF がまとめた SSL や、クレジット

カード業界が提唱する SET がある。 

(a)電子透かし 
実際には電子透かしの追

跡能力には限界があるため、

電子透かしは不正コピーに

対する真の抑止力となり得

ない。 
(b)暗号化技術 
暗号化技術については、DV
D のプロテクトである CSS
を解読するソフトウェア「D
eCSS」をノルウェーのプロ

グラマが Web 上で公開し、

そのプログラマが訴えられ

るといった事件が起こった

ように、新たな暗号化技術が

開発されると、ハッカーがそ

れを解読するといったいた

ちごっこになりつつある。 
 
 

 CPPM、CPRM、DTCP、MIS
TY など、さまざまな種類の保

護・暗号化技術の標準化に日本の

企業が参加している。特に次世代

のメディアとしての地位を確立

しつつある DVD において、日本

の各企業が主導的立場で参画し

ているといえる。 
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第第第第3333章章章章    コンテンツ制作分野の発展に向けた課題コンテンツ制作分野の発展に向けた課題コンテンツ制作分野の発展に向けた課題コンテンツ制作分野の発展に向けた課題    

3.13.13.13.1    ニーズ及びシーズに関する分析ニーズ及びシーズに関する分析ニーズ及びシーズに関する分析ニーズ及びシーズに関する分析    

各分野の技術開発テーマについて、ニーズ調査の結果を踏まえ特性を整理し

た結果を以下に示す。 
整理の項目は、以下の観点に基づくものである。 

  ○緊急性：技術を早期に実現する必要性 

アンケート結果より 

全体で上位：高、特定グループで上位：中、その他：低 

  ○期待度：技術開発に対する期待の度合い（アンケートより） 

 アンケート結果より 

「ぜひ利用したい」：高、「興味がある」：中、その他：低 

  ○普及度：制作現場における技術（製品等）の普及状況（低いほど有望） 

  ○波及効果：技術開発が制作現場や技術、市場に及ぼす効果の度合い 

表表表表    3333----1111    シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（映像）映像）映像）映像）    

 

技術開発テーマ 緊急性 期待度 普及度 波及効果

メディア・アセット・マネジメント 高 高 低 大 
Web3D 中 中 低 中 
ｲﾒｰｼﾞﾍﾞｰｽ・ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ等 中 中 低 大 
デジタルアニメーション 中 中 低 中 
デジタルシネマ 高 中 低 大 
オンエア・グラフィックス 高 高 中 大 
映像制作工程管理 高 高 低 中 
XML 応用言語（共通） 中 高 中 大 
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾍﾞｰｽ符号化(共通) 高 高 低 大 
コンテンツ変換（共通） 低 中 低 中 
コンテンツ保護（共通） 高 高 低 大 



 19

 

表表表表    3333----2222    シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（音楽）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（音楽）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（音楽）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（音楽）    

 

表表表表    3333----3333    シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（新聞・出版）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（新聞・出版）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（新聞・出版）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（新聞・出版）    

 

表表表表    3333----4444    シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（（（（ゲームゲームゲームゲーム））））    

 

技術開発テーマ 緊急性 期待度 普及度 波及効果

音声圧縮技術 高 中 中 中 
ジャムセッション・システム 低 高 低 大 
フォーマット変換 高 低 高 中 
XML 応用言語（共通） 低 低 低 低 
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾍﾞｰｽ符号化(共通) 低 高 高 低 
コンテンツ変換（共通） 低 低 低 低 
コンテンツ保護（共通） 高 高 低 大 

技術開発テーマ 緊急性 期待度 普及度 波及効果 
電子書籍 高 高 低 大 
XML 応用言語（共通） 高 中 中 大 
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾍﾞｰｽ符号化(共通) 低 低 低 小 
コンテンツ変換（共通） 高 高 低 大 
コンテンツ保護（共通） 高 高 低 大 

技術開発テーマ 緊急性 期待度 普及度 波及効果 
マルチモーダル・インタフェース 低 中 中 大 
ネットワークゲーム関連技術 高 高 中 大 
立体ディスプレイ 低 高 低 中 
モーションキャプチャ 高 高 高 中 
人工知能 低 高 中 中 
リアルタイム CG 高 高 高 大 
XML 応用言語（共通） 中 高 低 中 
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾍﾞｰｽ符号化(共通) 高 高 低 中 
コンテンツ変換（共通） 低 低 低 低 
コンテンツ保護（共通） 中 低 低 中 
ｲﾒｰｼﾞﾍﾞｰｽ・ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ等 高 高 中 大 
デジタルアニメーション 高 高 中 大 
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表表表表    3333----5555    シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（モバイルコンテンツ）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（モバイルコンテンツ）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（モバイルコンテンツ）シーズ調査・ニーズ調査に基づく技術開発テーマの特性（モバイルコンテンツ）    

 
その他、ニーズはあっても、現段階での技術開発の進展状況がテーマとして

明確な形で採り上げる域に達していないケースや、現場の発想が現在の事業環

境や市場をベースとするため、将来的な環境変化やそれに伴う需要構造の変化

を踏まえたニーズ・シーズになっていないケースとして以下の項目を採り上げ

た。 
・コンテンツの制作工程管理 
・感性工学を活かしたコンテンツ制作 
・ブロードバンドネットワーク向けコンテンツの制作基盤 
・クロスプラットフォーム時代のコンテンツの品質管理 

 
 
 

技術開発テーマ 緊急性 期待度 普及度 波及効果 
コンテンツ記述言語 高 高 高 中 
アプリケーション実行環境 高 高 中 大 
XML 応用言語（共通） 高 高 中 大 
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾍﾞｰｽ符号化(共通) 高 高 高 中 
コンテンツ変換（共通） 高 高 低 大 
コンテンツ保護（共通） 中 高 低 大 
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3.23.23.23.2    コンテンツ産業の発展のための課題コンテンツ産業の発展のための課題コンテンツ産業の発展のための課題コンテンツ産業の発展のための課題    

3.2.13.2.13.2.13.2.1        情報通信基盤に関する課題情報通信基盤に関する課題情報通信基盤に関する課題情報通信基盤に関する課題    

インターネット等の情報通信基盤の活用に関しては、回線速度や容量が低く、

コンテンツの伝送に支障を来す、通信料金が高く、手軽に利用できない、と

いった根本的な課題に加え、映像やゲームコンテンツ等の利用に際して安全か

つ手軽に課金を行える仕組み等の運用システムに対するニーズもあると考えら

れる。 

3.2.23.2.23.2.23.2.2        著作権に関する課題著作権に関する課題著作権に関する課題著作権に関する課題    

著作権に関しては、電子透かし技術などコピーを防止するための技術の開

発・普及を望む意見や、Gnutella 等のファイル共有ソフトとも組みあわせて

利用できるような代金徴収システムを挙げる意見が目立った。また、素材の二

次利用などの際の手続き事務が繁雑となっていることを反映して、権利処理の

ためのガイドブックや資料を整備して欲しいとする要望や、コンテンツ利用者

や流通関係者など、コンテンツに関わる主体が共に納得できる形で権利の調和

を図っていくことの必要性を述べる意見もみられた。 

3.2.33.2.33.2.33.2.3        人材に関する課題人材に関する課題人材に関する課題人材に関する課題    

(1)(1)(1)(1)    制作者（クリエーター）制作者（クリエーター）制作者（クリエーター）制作者（クリエーター）    

 まず制作者について、コンテンツ制作と情報技術の双方について理解してい

る人材が少ないという指摘が多い。ただし、ゲーム分野については、一線級の

人材に求められる経験の広さ・深さのために、容易に人材が育たないという問

題を指摘する意見もあった。 

(2)(2)(2)(2)    管理者（マネージャー）管理者（マネージャー）管理者（マネージャー）管理者（マネージャー）    
 管理者については、工程管理や予算管理が適切に行えると共に、広い視野を

持つプロデューサー的な人材を求める意見がみられた。なお、コンテンツ制作

者や制作管理者とは別に、コンテンツの利用者や社会全般に対する教育あるい

は啓発活動の必要性を訴える意見も見られた。 
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3.2.43.2.43.2.43.2.4        制作・利用環境に関する課題制作・利用環境に関する課題制作・利用環境に関する課題制作・利用環境に関する課題    

映像やゲームの分野では、制作・利用環境の更新に伴う設備投資が大きな負

担となっている。また、そのような環境変化は、設備投資という金額面だけで

なく、培ってきた機器操作のノウハウや充実した関連ツールやミドルウェア、

システムの安定性を失うという意味でも、コンテンツ制作者に対する影響は大

きい。ただし、技術革新が制作者に新たな創造の可能性をもたらし、新しい

ハードウェアが新たなコンテンツ需要を生み出すことも事実である。従って、

新技術の導入時には、エンドユーザのメリットとコンテンツ制作者のリスクを

勘案し、産業全体が活性化することを前提条件とすることが望ましい。 

3.2.53.2.53.2.53.2.5        仕様に関する課題仕様に関する課題仕様に関する課題仕様に関する課題    

コンテンツを巡るハードウェアやサービス等のそれぞれの枠組みにおいて、

複数のプラットフォームやフォーマット等が登場し、競合している状況が見ら

れる。コンテンツ制作者の立場から見ると、より多くの市場を獲得するために、

同じコンテンツを複数の仕様で作成する必要が生じる。従って、フォーマット

の健全な競争と発展を促しつつ、エンドユーザやコンテンツ制作者が負担の少

ない形でマルチプラットフォームに対応できるしくみが望まれる。 



 

 
 
 
 
 
 

第Ⅱ編 
 
（コンテンツに係る法的課題に関する調査結果） 

 
 



コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツに係るに係るに係るに係る法的課題に関する調査法的課題に関する調査法的課題に関する調査法的課題に関する調査の概要の概要の概要の概要    

 

平成 12 年度、財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会は、情報処理振興

事業協会の委託を受け、コンテンツ制作基盤ツール等開発事業に関する動向調

査を行い、その一環として掲記「コンテンツに係る法的課題に関する調査研究」

を実施した。調査は、財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会に設置され

た「マルチメディアコンテンツに係る権利システム等に関する調査研究委員会」

を母体として行った。本書は、本委員会を中心とした調査研究成果の概要であ

る。 

調査は、対象分野としてテキストコンテンツを取り上げ、デジタル化（形態

の変化）とネットワーク化（流通の変化）がテキストコンテンツの産業、公共

サービス、流通管理技術、法制度に及ぼす影響につき、事例研究に基づき明ら

かにすることを目的とした。 

具体的に、電子テキストの産業論（第 1 章）では、電子出版産業および学術

ジャーナルの現状と課題を取り上げた。サービス機能論（第 2 章）では、わが

国の国立国会図書館における電子図書館構想、米国における公共図書館と教育

図書館を、技術論（第 3 章）では、EBX、MPEG、超流通、ファイル交換ソフ

ト等を論じた。制度論（第 4 章）では、テキストコンテンツと関わりの深い著

作権法、図書館法を主題に取り上げた。議論のまとめ（第 5 章）では、上記の

事例研究を踏まえ、当該分野におけるコンテンツの円滑な制作、流通、利活用

の舞台である電子出版および電子図書館構想を推進するための法制度のあり方

につき論じた。 

 

 

平成 13 年 2 月 
財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会 
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1111    電子テキストに係る産業論電子テキストに係る産業論電子テキストに係る産業論電子テキストに係る産業論    
 

1.11.11.11.1    出版産業の現状出版産業の現状出版産業の現状出版産業の現状    

出版物の販売額はここ数年減少傾向にある。その原因は、新古書店の台頭や、

図書館による貸し出しも指摘されている。しかし、最も根本的な要因は、個人

や家庭における消費傾向の変化であると考えられる。すなわち、人間が特定コ

ンテンツに消費し得る時間やお金には個人差こそあれ限界がある。それらがゲ

ームに費やされるときもあれば、携帯電話の通信時間とか通信費に投入される

ときもある。書籍コンテンツに費やされていた時間やお金が、趣味趣向の変遷

や多様化により他コンテンツに分散したと考えられる。 
 

1.1.11.1.11.1.11.1.1    著作物再販制度に関する議論著作物再販制度に関する議論著作物再販制度に関する議論著作物再販制度に関する議論    
 書籍や新聞などの出版産業とかかわりの深い再販制度(再販売価格維持制度)
の見直し議論も、出版産業にとって大きな動向である。この制度は、著作物(書
籍、雑誌、新聞、レコード、音楽用テープ、CD)の文化的価値を社会的に平等

に享受する目的で独占禁止法の適用除外とされている点に法的根拠を置く。こ

れに基づいて、これまで出版社や新聞社は、定価を決め、再販契約を結び、取

次や書店等の販売先に定価販売を義務づけてきた。 
他方、公正取引委員会は、競争政策の観点からは廃止の方向で検討されるべ

きだが廃止された場合の影響について配慮と検討が必要であるとして、2000
年 12 月 17 日、『著作物再販制度の見直しに関する検討状況及び意見照会につ

いて』を公表し、現在、各方面からのパブリックコメントを求めている。最終

的な結論は、2001 年春に出される予定である。 
出版･新聞などの業界側は再販制度の維持を訴えているが、その一方では、公

取委との議論の中で出された改善策である、時限再販、返品本の値引販売、非

再販化などにも着手している。 
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1.21.21.21.2    電子出版の現状電子出版の現状電子出版の現状電子出版の現状    

 出版産業は、他コンテンツとの市場競争、再販制度の見直し議論を受け止め、

電子出版ビジネスに活路を見出そうとしている。 
電子テキストコンテンツの世界では、教育・娯楽系 CD-ROM は若干増加し

ているものの、百科事典などリファレンス系 CD-ROM の市場は大幅な減少傾

向にあり、総じてパッケージ型電子出版は退潮傾向にある。パッケージによる

流通段階での物理的プロセスがデジタルメディアの最大のメリットである即時

性やインタラクティブ性を損なっているためと考えられる。 
 パッケージ型の欠点を補う意味で、ネットワーク型電子出版の成長が見込ま

れるが、そのためには、課金と著作権保護という大きな課題の解決が必須であ

る。 
 また、ネットワーク型への移行については、使用目的、視覚表示、出版物の

価値や性質などによって市場拡大の時間軸に差が出るものと予測する。たとえ

ば、辞書、時刻表など一時的な検索結果を求める場合、インターネットや LAN
での検索サービスの方が便利であり、物理的な書庫スペースを必要とするアナ

ログ書籍を購入する動機は薄れる。したがって、このようなタイプの出版物は

近いうちに電子版に取って代わられると予測し得る。しかし、文字を丹念に読

むことが必要となるタイプの出版物では、読書するに足る専用読書端末（携帯

ビューア）の開発を待たなければ電子化は加速しないと考えられる。 
 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    電子出版に関わるプレイヤーの動向電子出版に関わるプレイヤーの動向電子出版に関わるプレイヤーの動向電子出版に関わるプレイヤーの動向    
他の産業分野と同様、出版産業には、制作に携わる者、流通に携わる者、利

用する者が存在する。具体的に書籍や雑誌を制作する者とは、作家、出版社、

編集者などであり、学術論文の書き手（研究者）もこの中に含まれる。流通事

業者とは、単に書籍・雑誌を運送する者ではなく、特定の基準で品揃えしたり、

読者をナビゲートする役割を担っている者である。取次、書店、図書館などが

これにあたる。そして、読者（利用者）がいる。デジタル･ネットワーク時代を

迎えた主要プレイヤーの最新の動向は次のとおりである。 
作家では、個々の作家による試みを協同的にまとめたものとして、1999 年に

『e-NOVELS』がスタートした。作家からの直販を謳い、コンテンツも新作や

単行本未収録作品が中心である。 
 出版社では、電子書籍コンソーシアムによるブックオンデマンドシステム実
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証実験の成果を踏まえた『10daysbook』や、大手出版社８社が 2000 年に共同

で立ち上げた『電子文庫パブリ』などの電子書籍ビジネスが始まっている。 
書店の世界では、アメリカの Amazon.com や BarnesandNoble.com が電子

書籍の販売を積極的に行い、すでにこの二大オンライン書店は日本法人を立ち

上げている。今後はオンライン書店に主導されるアメリカ型の電子出版が急速

に広がっていくものと考えられる。 
図書館では、世界中の国立図書館や公共図書館における電子化プロジェクト

のほか、NGO 的なパブリックドメイン・テキスト・アーカイブ運動がある。

後者の代表例として、1971 年にアメリカのイリノイ大学でマイケル・ハートが

始めた『プロジェクト・グーテンベルク』、これに影響されて 1997 年に日本で

始まった『青空文庫』がある。 
 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    電子出版に関わるプレイヤーの関係の変化電子出版に関わるプレイヤーの関係の変化電子出版に関わるプレイヤーの関係の変化電子出版に関わるプレイヤーの関係の変化    
書店と図書館は従前より一種の競合関係にあったことが指摘されている。書

店は、本を陳列するだけでなく、読者を求める本にナビゲートする役割を果た

しているし、逆に図書館は、ベストセラーを大量購入し、貸し本屋ようのサー

ビスを行っており、書店事業を圧迫する存在であるとの分析である。 
この競合関係は、デジタル・ネットワーク時代になるとより複雑になると予

測し得る。著者や出版社などの制作機能と取次や書店などの流通陳列機能が一

体化されることにより、これまでの『書店 vs. 図書館』という関係から、『電

子出版全体 vs. 電子図書館』という構図になるためである。 
また、電子出版産業は、ネット上の書き込みや投稿などとは違い、良質コン

テンツを創作する機能、読者ニーズに基づき豊富な品揃えをする機能、読者を

ナビゲートする機能を備えた存在でなければならない。電子図書館は、特定の

選択基準に基づき豊富な蔵書を品揃えする機能、利用者をナビゲートする機能

を備えた存在であるべきである。このうち、品揃えの選択基準は、電子出版産

業は読者ニーズであるが、電子図書館は「知る権利、表現の自由、学問の自由

など憲法的意義に基づく必要」がある。ナビゲートする機能は、電子出版は、

一定レベルの使い易さでよいのに対し、電子図書館は、デジタル機器に不慣れ

な者も利用できるような仕組みでなければならない。 
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1.31.31.31.3    電子化が進む分野－学術電子ジャーナル電子化が進む分野－学術電子ジャーナル電子化が進む分野－学術電子ジャーナル電子化が進む分野－学術電子ジャーナル    

学術雑誌の世界は、デジタルコンテンツの電子的な提供・利用の実用化が進

んでおり、とりわけ科学技術・医学分野では、国際的な雑誌のほとんどが電子

化されている。そもそも学術出版が持っていた「著者が利用者」、「著者は論文

を発表することが目的で、出版による利益を求めない」、「審査（ピアレビュー）

制度が品質維持と著者の業績認定の役割を果たす」といった性格と、デジタル・

ネットワークの「レビューや掲載までのスピード」、「掲載日の認証」、「検索性」

といった利便性が符合したものと考えられる。特に重要なことは、商業出版が

ネットワーク型を推進する際に乗り越えなければならない壁となっている課金

と著作権の問題が、当該分野ではこれまであまり問題にならなかったことであ

る。 
 しかし現在、学術出版の母体である学会の財政基盤が悪化していることから、

この分野においても課金と著作権の仕組みを構築する必要性に迫られている。 
 また、学術情報における課題として、研究成果のアーカイブとアクセス保障

が浮上している。米国では CD-ROM アーカイブの提供、ミラーサイトの設置、

キャッシュ方式でのダウンロードなどが対策として行われており、わが国でも、

国会図書館、大学図書館などの公的機関による対策が望まれる。 
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2222    電子テキストに係る公共サービス論電子テキストに係る公共サービス論電子テキストに係る公共サービス論電子テキストに係る公共サービス論    
高度情報化社会を迎え、テキストコンテンツに係る最大級の公共サービスで

ある図書館も、その蔵書と利用形態の両面について、大きな変革を余儀なくさ

れている。 
蔵書については、電子図書館化に伴い、資料の形式変化（デジタル化）に迅

速に対応し、図書館法 2 条 1 項にいう図書、記録その他必要な資料という定義

に、デジタル情報資料を取り込んでいかなければならない。しかし、過去にお

いて図書館が蓄積した膨大な紙からなるコレクションのすべてを直ちにデジタ

ル化するというのは無理がある。したがって、当面図書館は、紙媒体の資料と

デジタル化された資料の双方を抱え込み、それらを有機的に、できればシーム

レスの形に組織化したうえで利用者に提供する「ハイブリッド・ライブラリー」

の姿をとることになると考えられる。 
つぎに利用形態であるが、閲覧、貸出にとどまらず、すべての図書館業務が

従前の形態とデジタル対応の 2 層構造になるものと予測し得る。レファレンス

サービスも口頭、文書、電話、ファックスに加えて次第にデジタル・レファレ

ンスサービスが増加してゆくものと考えられる。 
 

2.12.12.12.1    国立国会図書館の電子図書館構想国立国会図書館の電子図書館構想国立国会図書館の電子図書館構想国立国会図書館の電子図書館構想    

わが国の国立国会図書館は、2000 年３月策定された電子図書館サービス実施

基本計画に基づく作業に着手している。ここでは電子図書館サービスの内容を、

「館の情報システムに接続された電気通信回線を通じて『蔵書』を利用させるサ

ービス」と定義している。 
蔵書は、既存資料の電子化とその書誌情報、および、電子出版物納本制度の

整備により蔵書化の道筋が開かれたパッケージ系電子出版物である。 
 現在、館所蔵資料の電子蔵書化にあたり著作権処理の問題とそれに伴う作

業・コストの問題が浮上している。たとえば、明治期刊行図書の電子蔵書化を

進めようとすると、膨大な数の著作物について、保護期間満了もしくは存続の

確認をし、著作権者や権利継承者を探して許諾を取るとい作業が必須である。

著作権者が不明な場合には、著作権法第 67 条（著作権者不明等の場合におけ
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る著作物の利用）に基づく文化庁長官裁定、補償金供託といったプロセスも避

けられない。 
 

2.22.22.22.2    米国の電子図書館事例米国の電子図書館事例米国の電子図書館事例米国の電子図書館事例    

((((事例１事例１事例１事例１))))：：：：AskERIC Q &A ServiceAskERIC Q &A ServiceAskERIC Q &A ServiceAskERIC Q &A Service    

 米国教育省所管の教育図書館には、AskERIC Q &A Service というオンライ

ン質問応答サービスがある。教師、生徒、教育機関の専門職などを対象とし、

不登校児や在宅学習児に関する教育相談などを行っている。質問応答には、当

該テーマのエキスパートがあたり、週 1,000 件以上の問合せに対応している。

インターネットで世界中に開かれている点も注目に値する。 
また同館では、カリキュラム策定や教材整備に有用なゲートウェイ･サイト

GEM を開設している。たとえば、教師がこれを利用して、授業計画を立案し、

教科書を作ることができる。必要なデータや図表、その解説文などのコンテン

ツはデータベース化されている上、GEM のメンバーでもメンバーでない者で

も安心して利用できるように著作権関係を明示している。 
 

((((事例事例事例事例 2)2)2)2)：：：：SIBLSIBLSIBLSIBL    

 ニューヨーク公共図書館の SIBL(科学･産業・ビジネス図書館)は、来館者や

利用頻度が多く、電子図書館化の成功事例と考えられる。主なサービスと電子

化との関わりは次のとおり。 
①資料貸出：オンライン目録から貸出予約ができる。 
②資料閲覧：館内の CD-ROM だけでなく、インターネットやオンライン商

用データベースへのアクセスも可能。外部データベースの利用の範囲（ア

クセス、ブラウジング、ダウンロード、プリントアウトなど）はサービス

提供機関と図書館とのライセンス契約による。 
③参考調査：利用者の要望（たとえば特定産業の市場動向など）に応じ、有

償・無償で調査を行う。 
④利用者トレーニング：館の内外を問わず、電子資料の活用方法を指導。 
⑤資料コピー：利用者が自ら複写するコピーセンターと、職員の手によるデ

リバリ・サービス。前者にはコイン又はコインカード式のコピー機があり、
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図書館スタッフはタッチせず、著作権管理は利用者に委ねられる。後者は

バーチャルサイトからも発注可能で、著作権処理を代行し、著作権料を含

む代金が課金される。 
⑥貸し会議室：電子機器を使ったプレゼンテーション可能な有料貸し会議室。 
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3333    電子テキストの流通管理技術電子テキストの流通管理技術電子テキストの流通管理技術電子テキストの流通管理技術    
 テキストを含めたデジタルコンテンツに係る著作権保護や課金などの諸課題

を、技術を利用して解決するアプローチが幾つか試みられている。また、昨年

11 月に成立したわが国の著作権管理事業法は、こうした試みを制度面から支援

する法整備といえよう。 
その一方、コピー・プロテクションなど著作権管理について考える場合、音

楽、プログラム、映画、テキストなどは、それぞれコンテンツごとに性質も業

界慣行も異なり、デジタルコンテンツという概念でひと括りにするのは無理が

生じる場合も多い。 
たとえば、テキストとプログラムの比較でいえば、前者の利用（読書）は基

本的に一回性・全体性であるのに対し、後者は継続性・個別機能性である。デ

ジタルテキストには、継続的な使用を前提としたコンピュータ・プログラムの

シェアウェア的な考え方を採用したり、組織的な違法コピーを取り締まるとい

う方法は適さず、コピー・プロテクトが必要であると考えられる。 
  

3.13.13.13.1    フォーマット標準化の動き－フォーマット標準化の動き－フォーマット標準化の動き－フォーマット標準化の動き－EBXEBXEBXEBX    

 書籍関連の著作権管理システムでは、EBX の動向が注目される。これまで行

われてきたシステムは、フォーマットやビューアソフトによって仕様が異なっ

ていたが、EBX は、新たなフォーマットを作り、これを標準化しようという試

みである。これまでデファクト・スタンダードを競っていた Open eBook 
Forum と Adobe PDF Merchant のうち、前者は EBX への合流を発表、後者も

移行を検討中である。 
 

3.23.23.23.2    超流通超流通超流通超流通    

 テキスト、音声、画像などの分野を問わず、デジタルコンテンツを円滑に流

通させる方策として、コンテンツ側に著作権情報を埋め込み、著作権者の保護

と利用流通の便宜をはかるアプローチがある。インターネットを通じてコンテ
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ンツ流通業者(IP プロバイダー)が権利処理を行い、配信されるコンテンツには

著作権情報が付与され、このコンテンツ情報と利用者の情報を管理することに

より課金や改竄防止への対応を行うというものである。 
このアプローチは国際標準技術の符号化技術(MPEG)にも取り入れられてい

る。従来の符号化では、情報の伝達の効率性や品質の問題だけが議論されてき

たのに対し、MPEG-4 で映像、音楽、音声を扱うマルチメディア符号化の中に

著作権識別符号が入ってきたことは画期的なことと評価し得る。 
 

3.33.33.33.3    ファイル交換ソフトの出現ファイル交換ソフトの出現ファイル交換ソフトの出現ファイル交換ソフトの出現    

 デジタル・ネットワークのメリットを最大限に活かし、p2p でコンテンツを

流通させる手段が出現した。Napster や Gnutella などのファイル交換ソフト

である。これは元来、流通を活性化する仕組みであって、著作権を管理しなが

ら流通させることを目的としたものではない。 
ファイル交換ソフトと著作権との軋轢を突き詰めていくと、デジタル・ネッ

トワークと著作権に関わる根本にまで行き着く。すなわち、「著作物へのアクセ

スや視聴（本を読むといった本来の使用）は電子書籍でも保障されるのか」、「電

子書籍の場合には、アクセスする前に一時的にメモリに蓄積されるが、これは

複製行為と見なされるのか」、また、「こうした行為の延長線上にある種々の利

用行為のどこまでが私的使用といえるのか、境界線を分別するのは事実上不可

能ではないか」といった問題である。 
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4444    電子テキストに係る制度設計電子テキストに係る制度設計電子テキストに係る制度設計電子テキストに係る制度設計    
インターネット環境では、情報の共有が一つの価値観として存在しており、

しかも、10 の 9 乗ページにものぼる著作物が無料で公開されている実態があ

る。このような環境では、「著作物は原則非営利的、例外営利的」といったよう

に、これまでの概念の変更を迫られているともいえる。 
こうした著作物を取り扱う電子出版産業や電子図書館が、それぞれが産業と

して公共サービスとして健全に発展し機能するには、「コンテンツの創作者を

適正に保護し、その流通に関わる者のコンテンツに対する責任の範囲を明確に

し、さらには、デジタル・ネットワークに関わる機器やソフトを普通の感覚で

利用する読者が無用な法律論争に巻き込まれないで済むような『仕組み』を整

える」必要があることは明らかである。 
 そのような「仕組み」として、補償金方式と個別課金方式が考えられ得る。 
 

4.14.14.14.1    補償金方式補償金方式補償金方式補償金方式    

補償金方式は、著作権料の徴収方法が簡単であること、ユーザが著作権料の

支払いを意識しなくてよい、という利点がある反面、法的な正当性を主張しに

くい、装置メーカやメディア・メーカの協力を得にくい、という欠点もある。

とりわけ、法的正当性については、具体的な用途が違法行為と確定していない

のに補償金を課金すること自体合理性を欠く、仮に課金されたとしても特定の

権利者だけに分配請求権があるというのは憲法の平等原則に反する、といった

見解もある。 
 

4.24.24.24.2    個別課金方式個別課金方式個別課金方式個別課金方式    

 個別課金は、著作物のデジタル化・ネットワーク化とともに、権利者がユー

ザからのアクセスをモニタリングすることが技術的に可能になったという事実

から提案されるようになった。この方式は、課金を実績見合いで実行できるこ

ととなり、この意味では法的な正当性を実現できるという利点をもつが、個別
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のモニタリングは、ユーザがどんな著作物にアクセスするかということを監視

することにも通じる。図書館の理念とのかかわりでは、思想の自由を脅かすこ

とになる。また、個別課金の欠点として、監視方式とこれに対する迂回方式と

のあいだに留まるところのない競争関係が生じることを抑止できない。 
 

4.34.34.34.3    制度変更の実現可能性制度変更の実現可能性制度変更の実現可能性制度変更の実現可能性    

上述した二つの方式について、現在は個別課金のほうが供給者側の理解を得

やすいので、この方向で技術開発が推移し、制度改正も進行している。しかし、

個別課金は、インターネット・ユーザの同意を得にくく、破綻のリスクを負っ

ているのも事実である。また、フランスやドイツが現在、補償金や税方式の立

法化を検討していることも、課金方式にはマイナス要素であろう。 
いずれの制度を選択しても、一定レベルの課金徴収や平等な分配がすぐに実

現するというわけではないが、法律によって権利とされている諸利益であって

も、現実には実現不可能又は困難なもののほうが圧倒的に多いのも現実である。 
一方、「既得権益や国際調和を考慮すると著作権制度における基礎的な定義

の逆転は実現不可能であること」、ならびに、「デジタル著作物に関する技術が

急速に進歩し、これにともなって侵害手法も急激に高度化し、しかもその到達

点がどこになるかについて、関係者すべてにとってまったく予測不可能である」

ことから、制度変更を当面見合わせるという選択肢もある。この場合、産業界

はリスクを覚悟で事業を開発していくことになる。 
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5  5  5  5  まとめ－喫緊の課題まとめ－喫緊の課題まとめ－喫緊の課題まとめ－喫緊の課題    
 電子出版・電子図書館を取り巻く法的環境を整備しようとして浮上する諸課

題は、テキストを含めたあらゆるデジタルコンテンツに共通するものと、テキ

ストコンテンツを中心として考えるべきものとに大別することができる。換言

すれば、前者は著作権制度に関わる課題、後者はその他多くの法律、技術、運

用規則などに関わる課題である。 
 前者の解決アプローチとしては、補償金、個別課金が考えられ得る。いずれ

も著作権法の根本原理に触れざるを得ず、あらゆるコンテンツ分野の関係者を

巻き込んだ大きな論争が予想されるが、現時点では有力な選択肢の一つであり、

今後も各方面で議論を深めていく必要がある。 
なお、後者については、問題の所在、解決アプローチのいずれについても十

分な研究成果は見当たらず、幾つかの文献が散見されるに留まる。したがって、

以下に本調査研究の過程で提起された課題を列挙し、議論の手掛かりとしたい。 

(1)(1)(1)(1)日本語フォーマットの標準化日本語フォーマットの標準化日本語フォーマットの標準化日本語フォーマットの標準化    

わが国において電子出版を推進するには、日本語の文字や文章表現の性質を

勘案したフォーマット（とりわけ、「縦書き」、「ルビ」、「行間」、「漢字コード」、

「JIS 外字の表示」など）が必要である。 
書籍というものは１国の中だけでフォーマットが成立するものではないし、

ネット上のコンテンツの流通ではすでに国境はないのである。国の垣根を超え

た国際的な協調の中での取り組み、国際標準に対するより積極的な日本の貢献

が必要であると考える。 

(2)(2)(2)(2)図書館資料の電子化図書館資料の電子化図書館資料の電子化図書館資料の電子化    

 図書館が所蔵資料を電子化しデジタル資料群を構築しようとする際、著作権

処理（保護期間満了や存続、権利者及び承継人の所在確認、著作権法 67 条に

基づく裁定、許諾手続きなど）に膨大な作業時間、人員、費用をとられる。図

書館による既存資料の電子化を円滑に促進するため、告知手段の工夫、権利管

理機関や権利者団体の協力体制などの実行可能な方策を早急に立案する必要が

あると考える。 
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(3)(3)(3)(3)省庁等がウェブ上で公開する情報の保存と利活用省庁等がウェブ上で公開する情報の保存と利活用省庁等がウェブ上で公開する情報の保存と利活用省庁等がウェブ上で公開する情報の保存と利活用    

国立国会図書館は、各省庁に設置した支部図書館を通じて、館法に規定され

た各行政省庁の官庁出版物の納入を促進している。各省庁がウェブ上で公開し

ている情報についても、支部図書館との連携により、平成 11 年度にその収集

保存実験を行った。これは、各省庁の WWW 掲載情報の有用性に鑑み、こうし

た情報の収集・整理のあり方、各省庁が掲載を中止したときの情報保存、国民

のアクセス保障などにつき、実験を重ねながら総合的に検討していこうとする

ものである。この国立国会図書館の取り組みが一層進展するとともに、これを

館の正式な業務としていくことが望ましいと考える。 

(4)(4)(4)(4)省庁等が所管する著作物の利活用省庁等が所管する著作物の利活用省庁等が所管する著作物の利活用省庁等が所管する著作物の利活用    

行政機関等が所管する著作物は、わが国著作権法 13 条および第 32 条２項の

制限の対象になっておらず、その有用な成果の利活用が促進されにくい状況に

あるといわれている。今後は、外郭団体等が発行する報告書等を含めた政府機

関等が所管する著作物等について、円滑な利活用を促進するための方策につき

議論を深める必要があると考える。 

(5)(5)(5)(5)情報仲介者を支援する制度情報仲介者を支援する制度情報仲介者を支援する制度情報仲介者を支援する制度    

 昨年 11 月に著作権管理事業法が成立したほか、今年度中にも情報プロバイ

ダーの責任に関する立法が予定されている。電子テキストコンテンツの仲介者

（書店、図書館はもとより、自ら流通に関与している出版社、学会など）は、こ

うした法整備を注視し、自らの運用ルール等に迅速に反映させる必要があると

考える。 

(6)(6)(6)(6)非営利目的利用への図書館の対応非営利目的利用への図書館の対応非営利目的利用への図書館の対応非営利目的利用への図書館の対応    

 ネットワーク環境下の公共図書館に対しては、日本の現行制度のもとにおい

ては、権利制限によるサービスの無料化はネットワーク系電子出版事業者に深

刻な影響を与えるものと予想される。一方、米国では、図書館の無料原則を非

営利目的の利用に限定していたために、ネットワーク系電子出版への対応が容

易であったと推測し得る。米国の発想をわが国の公共図書館に導入するとどう

なるか、その是非、影響などにつき議論する時期にきていると考える。 
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(7)(7)(7)(7)日付認証日付認証日付認証日付認証    

 著作物（テキストに限らず）のネットワーク流通を円滑にするためには様々

な認証が必要である。現在までのところ、本人性及び非改竄性を保証するもの

として電子署名等が存在する。しかし、デジタル・コンテンツでは、履歴管理

と連携した認証が必要であり、最初の出版日付だけでなく改訂履歴も可能な日

付認証が非常に重要になってくるものと考える。 
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